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行政常任委員会 

 

令 和 ７ 年 ９ 月 ２ ５ 日 （ 木 ）               

午 前 ９ 時 ５ ９ 分 開  会               

 

○南委員長  おはようございます。昨日に引き続き、行政常任委員会を開催いた

します。 

 今日は、最初に、市民サービス課に入っていただきました。 

 市民サービス課は、議案第５９号の一般会計の認定と議案第６０号、国民健康保

険の認定、議案第６１号、後期高齢者保険の認定の３議案ありますけれども、まず、

最初に、議案第５９号からお願いいたします。 

○湯浅市民サービス課長  おはようございます。市民サービス課でございます。

どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、議案第５９号「令和６年度尾鷲市一般会計歳入歳出決算の認定につい

て」のうち、市民サービス課に係るものにつきまして御説明申し上げます。 

 それでは、決算書の９０ページ、９１ページを御覧ください。 

 ２款総務費、１項総務管理費、６目交通安全対策費は、支出済額４１５万１,７

１４円、不用額７,２８６円でございます。交通安全対策費は、交通安全対策特別

交付金１０２万円の活用による交通安全設備の整備事業とともに、全国交通安全運

動など、交通安全啓発活動を実施いたしました。主な支出内容といたしましては、

１０節需用費の支出済額１５３万７,５８０円は、経年劣化等によるカーブミラー

の修繕料でございます。 

 １４節工事請負費の支出済額１９９万３,２００円は、通学路合同点検の結果を

受け、矢浜街道のカラー舗装等を行ったものでございます。 

 次ページ、９２ページ、９３ページを御覧ください。 

 ７目センター費は、支出済額４,３７５万１,２９９円、不用額４８万４,７０１

円でございます。市民サービス課に係る支出の内容としては、各センターの事務的

な消耗品、切手代などでございます。 

 ９目生活相談費は、支出済額７８万３,０６９円、不用額６０万１,９３１円でご

ざいます。主な支出内容といたしましては、７節報償費の支出済額６３万円は、次

ページ、９４ページ、９５ページを御覧ください。 

 無料法律相談のための弁護士２名に対する報償費でございます。 



－２－ 

 １１目人権啓発推進費は、支出済額６８万３,３７０円、不用額６３０円でござ

います。主な支出内容といたしましては、１２節委託料１８万７,０００円は、人

権講演会の実施による講師への委託料でございます。 

 ９８ページ、９９ページを御覧ください。 

 １３目コミュニティーセンター費は、支出済額３,９９８万２,０４０円、不用額

１６０万５,９６０円でございます。各節の主な支出内容といたしましては、７節

報償費１,０６７万円は、集落支援員に対する報償費９４６万円、講座の講師謝礼

１２１万円でございます。 

 １０節需用費８４４万３,０２８円の主なものは、各コミュニティーセンターの

光熱水費６１７万８２９円でございます。 

 次ページ、１００ページ、１０１ページを御覧ください。 

 １４節工事請負費８３７万１,０００円は、コミュニティーセンター５館のトイ

レを洋式化するためのトイレ改修工事でございます。 

 １８節負担金、補助及び交付金７５０万５,８９２円の主なものについては、一

般コミュニティ助成事業補助金６６０万円で、須賀利区、古江区、曽根区が実施い

たしましたごみ集積箱、集会施設備品、無線放送設備の整備事業に対する補助でご

ざいます。 

 続きまして、１４目諸費は、支出済額１,２４９万５,７２０円、不用額１８４万

９,２８０円でございます。市民サービス課に係る主な支出内容といたしましては、

１０節需用費８１２万８,９２０円が、市内各所の防犯灯の電気代等の光熱水費６

７６万８,４００円、防犯灯の修繕料１３５万３,１００円でございます。 

 １４節工事請負費２７１万３,７００円は、自治会、町内会等からの設置要望を

受けて整備いたしました、３５基のＬＥＤ防犯灯設置工事でございます。 

 １０６ページ、１０７ページを御覧ください。 

 ３項１目戸籍住民基本台帳費は、支出済額８,６４５万６,１８０円、不用額５３

２万２,８２０円でございます。本事業においては、出生、死亡、婚姻など、戸籍

に関する事務のほか、各種証明書類の発行、マイナンバーカードに係る交付事務な

どを行っております。市民サービス課に係る主な支出内容といたしましては、次ペ

ージ、１０８、１０９ページを御覧ください。 

 １２節委託料２,６２９万７,１５０円の主なものは、戸籍システムの保守業務委

託料５３８万３,９５０円、戸籍総合システム改修業務委託料１,０５４万９,００

０円、個人番号関係戸籍システム改修業務委託料９７５万１,５００円でございま
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す。 

 １３節使用料及び賃借料５６３万３,７３２円の主なものについては、戸籍電算

システム借上料４４２万２,０００円でございます。 

 １２６ページ、１２７ページを御覧ください。 

 ３款民生費、１項社会福祉費、５目国民年金費は、支出済額４２１万４３３円、

不用額７１万７,５６７円でございます。市民サービス課に係る主な支出内容とい

たしましては、次ページ、１２８、１２９ページを御覧ください。 

 業務実施に係る消耗品費７万２,６９９円でございます。 

 次ページ、１３０ページ、１３１ページを御覧ください。 

 ８目後期高齢者医療費は、支出済額４億５,９１７万３,１６１円、不用額８３９

円でございます。このうち、市民サービス課に係る支出といたしましては、１８節

負担金、補助及び交付金３１５万８,０００円で、三重県後期高齢者医療広域連合

に対する事務費負担金でございます。 

 １６０、１６１ページを御覧ください。 

 ４款衛生費、３項３目環境衛生費は、支出済額７０万１,１５８円、不用額２１

万８４２円でございます。主な支出内容といたしましては、１２節委託料４５万９,

１００円で、畜犬登録等業務委託料及び巡回狂犬病予防接種委託料でございます。 

 １８節負担金、補助及び交付金は、猫避妊等手術費の補助金１１万５,２００円

でございます。 

 続きまして、４目斎場管理費は、支出済額４,６４１万４,９８１円、不用額５万

２,０１９円でございます。 

 支出の主なものは、１２節委託料１,６５５万８,０００円で、うち、斎場指定管

理料が１,６２１万７,０００円でございます。 

 １４節工事請負費２,９４８万円は、火葬炉を作動するための制御盤の改修工事

でございます。 

 次ページ、１６２、１６３ページを御覧ください。 

 ５目墓地管理費は、支出済額１,７０９万６８０円、不用額４０万１,３２０円で、

墓地管理に係る費用及び墓地移転事業の事業費となっております。主な支出内容と

いたしましては、１２節委託料５１万８４０円は、光ケ丘墓園の墓地清掃委託料で

ございます。 

 １４節工事請負費１,５３４万５,０００円は、折橋墓地の移転に伴う小原野墓園

トイレ及び東屋の建設工事でございます。 
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 議案第５９号の説明は以上でございます。よろしく御審議いただき、御承認いた

だきますよう、よろしくお願いします。 

○南委員長  ありがとうございました。 

 市民サービス課の一般会計の決算の説明は以上でございます。 

 御質疑のある方は御発言をお願いいたします。 

 よろしいですか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○南委員長  それでは、ないようですので、次の議案６０号と６１号、併せて説

明をお願いいたします。 

○湯浅市民サービス課長  それでは、続きまして、議案第６０号「令和６年度尾

鷲市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について」、御説明申し上げま

す。 

 歳入比較増減額５０万円以上につきましては、見込額との差額発生であり、歳出

不用額５０万円以上についても同様に見込みを下回ったものによるものでございま

すので、個別の説明は割愛させていただきます。 

 それでは、決算書の２４８、２４９ページを御覧ください。 

 令和６年度の決算につきましては、収入済額合計２１億２６２万４,４３９円に

対しまして、次ページ、２５０、２５１ページを御覧ください、支出済額合計は、

２０億５,６０６万６,４５５円で、歳入歳出差引額の形式収支は４,６５５万７,９

８４円の黒字でございます。 

 次に、個別の項目について御説明申し上げます。 

 次ページ、２５２、２５３ページを御覧ください。 

 まず、歳入でございます。 

 １款国民健康保険税については、税務課より御説明申し上げます。 

○三鬼税務課長  それでは、歳入１款１項国民健康保険税、１目一般国民健康保

険税につきましては、予算現額３億８９３万７,０００円に対し、調定額４億１８

６万６,４０５円、収入済額は３億１,７７０万６,７５８円、不納欠損額は５９７

万８,４６６円、収入未済額は７,８１８万１,１８１円となりました。 

 節別の収入済額につきましては、１節医療給付費分現年課税分から６節まで、そ

れぞれ記載のとおりとなっております。 

 税務課委員会資料の１３ページを御覧ください。 

 令和６年度国民健康保険税の不納欠損額調書であります。 
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 表の右下の合計欄を御覧ください。 

 令和６年度は、６７件、２４名分、５９７万８,４６６円の不納欠損処分を行っ

ております。ちなみに、令和５年度は、５４件、２０名分、２３４万８,８０２円

でありましたので、約３６０万円増加しております。 

 内訳は、表の一番左の列の時効完成による事由が主なものとなっております。昨

日の市税同様、差押えや財産調査等の滞納処分に取り組んでいる中で、やむを得ず

不納欠損としたケースとかになります。 

 今後も地方税法の規定に基づいた適正な執行に努めてまいりますので、御理解の

ほど、よろしくお願い申し上げます。 

 次に、税務課委員会資料の６ページを御覧ください。 

 令和６年度の国民健康保険税の決算概要として、前年度との比較を取りまとめた

資料でございます。 

 上段、表６、調定額の最下段、合計額の緑色のマーカー部分を御覧ください。 

 令和６年度の調定額は、前年度と比較して１,７３６万７,８９２円減少いたしま

した。調定額の主な減少要因としましては、加入世帯数及び被保険者数の減少によ

るもので、年度末の加入者は、１２３世帯、２１２人、前年度を下回っております。

高齢化に伴う後期高齢者医療保険への移行が進んでおり、今後もこの傾向が続くも

のと見込まれます。 

 次に、表７、収入済額をお願いします。 

 合計欄の緑色の部分になりますが、令和６年度の収入済額は、前年度と比較して

１,３８７万６,１３２円減少しております。 

 収納率につきましては、７９.０６％から、前年度から０.０３ポイント減少して

おります。 

 次ページ、７ページをお願いします。 

 こちらには、より詳細な国民健康保険税の収納実績表を掲載しておりますので、

後ほど、御参照いただきたいと思います。 

 国民健康保険税の説明につきましては以上となります。 

 市民サービス課に代わります。 

○湯浅市民サービス課長  それでは、決算書の２５２、２５３ページにお戻りく

ださい。 

 ２款県支出金、１項県負担金、１目保険給付費等交付金は、予算現額１６億４,

２０３万８,０００円に対しまして、調定額及び収入済額ともに１４億５,６７０万
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４９５円でございます。 

 内訳は、１節普通交付金が調定額及び収入済額ともに１４億１,８２５万８,４９

５円であり、２節特別交付金が調定額及び収入済額ともに３,８４４万２,０００円

でございます。 

 ３款財産収入、１項財産運用収入、１目基金運用収入は、予算現額８,０００円

に対しまして、調定額及び収入済額ともに８,０００円でございます。国保財政調

整基金の運用利子収入でございます。 

 ４款繰入金、１項他会計繰入金は、次ページ、２５４ページ、２５５ページを御

覧ください。１目一般会計繰入金は、予算現額２億２２０万７,０００円に対しま

して、調定額及び収入済額ともに１億９,９５３万９,６８５円でございます。全額、

基準に基づく、いわゆる一般会計からの法定繰入金でございます。 

 ２項基金繰入金、１目財政調整基金繰入金は、予算現額、調定額及び収入済額と

もに７,４６０万７,０００円でございます。 

 ５款１項１目繰越金は、予算現額４,６０２万４,０００円に対しまして、調定額

及び収入済額ともに４,６０２万４,１７２円で、令和５年度から令和６年度への繰

越金でございます。 

 ６款諸収入、１項延滞金加算金及び過料、１目延滞金については、税務課より御

説明申し上げます。 

○三鬼税務課長  ６款１項１目延滞金につきましては、予算現額２４７万８,００

０円に対し、調定額、収入済額はともに３８４万２,１３３円で、全て一般被保険

者からの延滞金収入でございます。 

 市民サービス課に戻します。 

○湯浅市民サービス課長  それでは、続きまして、２項雑入、１目一般分第三者

納付金は、予算現額１０万７,０００円に対しまして、調定額及び収入済額ともに

４万８,８４６円でございます。 

 次ページ、２５６、２５７ページを御覧ください。 

 ３目一般分返納金は、予算現額５万円に対しまして、調定額、収入済額ともに３

５０円でございます。これは、医療機関から診療報酬誤りによる医療費の返納金で

ございます。 

 ７款国庫支出金、１項国庫補助金、１目社会保障・税番号制度システム整備費補

助金は、予算現額４１４万７,０００円に対しまして、調定額及び収入済額ともに

４１４万７,０００円でございます。令和６年１２月からマイナンバーカードと健
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康保険証の一体化に伴い、健康保険証の新規発行の廃止、資格確認書及び資格情報

のお知らせ等の交付等に対応するためのシステム改修に対する国庫補助金でござい

ます。 

 続きまして、歳出でございます。 

 次ページ、２５８、２５９ページを御覧ください。 

 １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費は、支出済額５,５８７万４,７５

８円、不用額１７０万４,２４２円でございます。 

 支出の主なものといたしましては、１１節役務費３９２万３,７１７円は、保険

証等の郵送料１３４万３,６６１円、国保連合会に対する確認事務手数料１８０万

８,１００円などでございます。 

 １２節委託料４７７万９,３６８円のうち、システム改修業務委託料４３４万５,

０００円につきましては、国の制度改正によるもので、マイナンバーカードと健康

保険証の一体化に伴い、健康保険証の新規発行の廃止、資格確認書及び資格情報の

お知らせ等の交付等の対応するためのシステム改修及び国保加入者の産前産後期間

の国民健康保険税を免除するためのシステム改修費でございます。 

 続きまして、１８節負担金、補助及び交付金３４９万８,０００円は、総合住民

システム利用負担金でございます。 

 次ページ、２６０、２６１ページを御覧ください。 

 ２目連合会負担金は、支出済額８９万１,４８８円、不用額は５１２円でござい

ます。主なものといたしましては、連合会保健事業負担金３０万６,８８２円及び

連合会一般負担金３６万３,７２０円でございます。 

 ２項徴税費につきましては、税務課より御説明申し上げます。 

○三鬼税務課長  ２項１目賦課徴収費、支出済額２５０万５,３９０円、不用額は

６７万６,６１０円であります。 

 １０節需用費支出済額５７万３,１２６円の主なものは、督促状兼納付書などの

印刷製本費３３万２,４２０円であります。 

 １１節の役務費の支出済額６４万２,０９０円は、納付書等の送付に係る通信運

搬費及び口座振替手数料等となっております。 

 １８節の負担金、補助及び交付金、支出済額１２７万６,５８７円は、三重地方

税管理回収機構への負担金４２万円及び納付書共同印刷に係る一般会計への負担金

８５万６,５８７円であります。 

 市民サービス課と交代します。 
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○湯浅市民サービス課長  それでは、続きまして、３項１目運営協議会費は、支

出済額１５万５,１３０円、不用額１６万３,８７０円でございます。国保運営協議

会に係る委員報酬が主なものでございます。 

 ２款保険給付費、１項療養諸費については、次ページ、２６２、２６３ページを

御覧ください。 

 １目一般分療養給付費等は、支出済額１１億８,８４９万５,５２３円、不用額１

億７,５９６万７,４７７円でございます。 

 ２目一般分療養費は、支出済額８８７万４２２円、不用額１２５万５,５７８円

でございます。 

 ３目審査支払手数料は、支出済額３９１万６,６９２円、不用額２３万１,３０８

円でございます。主なものは、診療報酬審査支払手数料３８７万３,７７１円でご

ざいます。 

 ２項高額療養費、１目一般分高額療養費は、支出済額１億９,６２７万９,７００

円、不用額３,６４６万１,３００円でございます。 

 ２目一般分高額介護合算療養費は、支出済額１８万７,８１４円、不用額１２万

１８６円でございます。 

 ４項出産育児諸費、１目出産育児一時金は、支出済額１００万円、不用額４００

万円でございます。 

 ２目審査支払手数料は、支出済額４２０円、不用額が２,５８０円でございます。 

 次ページ、２６４、２６５ページを御覧ください。 

 ５項葬祭諸費、１目葬祭費は、支出済額１９０万円、不用額が１０万円でござい

ます。３８名の方に支給いたしました。 

 ３款国民健康保険事業費納付金、１項医療給付費分、１目一般被保険者医療給付

費分は、支出済額３億２,８７４万８,０９０円、不用額が９１０円でございます。 

 ２項後期高齢者支援金等分、１目一般被保険者後期高齢者支援金等分は、支出済

額１億２,０９５万７,５２６円、不用額４７４円でございます。 

 ３項１目介護納付金分は、支出済額４,０４３万４,５３４円、不用額４６６円で

ございます。 

 次ページ、２６６、２６７ページを御覧ください。 

 ５款１項保健事業費、１目疾病予防費は、支出済額３５２万７,４２２円、不用

額１２７万５７８円でございます。主なものといたしましては、１２節の委託料１

８１万２,７２４円で、住民検診等委託料、レセプト点検業務委託料、健診委託料
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でございます。 

 続きまして、１８節負担金、補助及び交付金２２万５,０００円は、老人クラブ

連合会へのグラウンドゴルフ大会の補助金２２万５,０００円でございます。 

 ２項１目特定健康診査等事業費は、支出済額１,９１６万９,８４１円、不用額１

５９万９,１５９円でございます。主なものにつきましては、１２節委託料１,８３

２万７,７６５円で、内訳といたしまして、特定健診の委託料及び特定健診受診率

向上対策委託料でございます。例年、受診率が低いことが課題である特定健診につ

きましては、特定健診の受診率向上対策事業や国保運営協議会の委員の皆様からの

ＰＲ、それから、紀北医師会の先生方などにも御協力いただきながら、受診勧奨の

強化、それから、受診しやすい体制の整備など、受診率の向上に努めております。 

 次ページ、２６８ページ、２６９ページを御覧ください。 

 ６款１項基金積立金、１目財政調整基金積立金は、支出済額５,３３０万６,００

０円、不用額ゼロ円でございます。 

 ８款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、１目一般分保険税還付金については、

税務課より御説明申し上げます。 

○三鬼税務課長  ８款１項１目一般分保険税還付金、２２節償還金、利子及び割

引料につきましては、支出済額１０５万２,４００円、不用額７４万７,６００円で

ございます。これは、国民健康保険税に係る過誤納付還付金でございます。 

 市民サービス課に戻します。 

○湯浅市民サービス課長  それでは、続きまして、２目保険給付費等交付金償還

金は、支出済額２,６６３万９,０６１円、不用額９３９円でございます。主なもの

としましては、普通交付金前年度精算金２,６３０万６１円でございます。 

 ２項繰出金、１目一般会計繰出金は、支出済額２１５万４,２４４円、不用額１,

７５６円でございます。これは、令和５年度の職員給与費等繰入金の精算により、

一般会計に対し繰り出しするものでございます。 

 議案第６０号の説明は以上でございます。 

 それでは、続きまして、議案第６１号「令和６年度尾鷲市後期高齢者医療事業特

別会計歳入歳出決算の認定について」について御説明申し上げます。 

○南委員長  お願いします。 

○湯浅市民サービス課長  決算書の２７４、２７５ページを御覧ください。 

 令和６年度の決算につきましては、歳入の収入済額合計７億３,８２９万２,０８

０円に対しまして、次ページ、２７６、２７７ページを御覧ください。 
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 歳出の支出済額合計は７億２,８６６万２,４２６円で、歳入歳出の差引き額の形

式収支は９６２万９,６５４円の黒字となっております。 

 次に、個別の項目について御説明申し上げます。 

 ２７８、２７９ページを御覧ください。 

 まず、歳入でございます。 

 １款後期高齢者医療保険料につきましては、税務課より御説明申し上げます。 

○三鬼税務課長  １款後期高齢者医療保険料は、予算現額２億４,９４４万４,０

００円に対しまして、調定額２億５,４９４万８,９４６円、収入済額２億５,０６

６万２４７円、不納欠損額１５万７,７６６円、収入未済額は４１３万９３３円で

ございます。 

 特別徴収、普通徴収保険料、現年課税分、滞納繰越分の収入済額の内訳は、備考

欄に記載のとおりでございます。 

 税務課委員会資料の８ページを御覧ください。 

 後期高齢者医療保険料の対前年度比較について御説明いたします。 

 まず、表９、調定額の合計欄の緑色の部分を御覧ください。 

 令和６年度の調定額は、前年度と比べまして２,７４８万２,０８３円、率にして

１２.１％と大きく増加いたしました。高齢化に伴う後期高齢者医療保険への移行

が進む中で、被保険者数の増加によるものが主な要因でございます。本年、２０２

５年には団塊の世代の方が７５歳以上の後期高齢者に到達されることから、後期へ

の移行がいよいよピークを迎えつつあるというふうな状況となっております。 

 次に、表１０、収入済額について御覧ください。 

 前年度と比べ２,７０３万７,８９３円、調定額と同様、１２.１％の増加となっ

ております。 

 表１１、収納率につきましては、最下段にありますように９８.３％と、前年度

と同じ値となっております。 

 次ページ、９ページを御覧ください。 

 こちらには、より詳細な保険料の収納実績表を掲載しておりますので、後ほど、

御参照いただきたいと思います。 

 次に、税務課委員会資料の１４ページをお願いします。 

 後期高齢者医療保険料の不納欠損額調書でございます。 

 右下、合計欄に記載のとおり、令和６年度は、６件、６名分、１５万７,７６６

円の不納欠損処分を行っております。前年度の１２件、１２名分、７３万８,３０
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６円と比較して、約５８万円の減となっております。 

 後期高齢者医療保険料につきましては以上となります。 

 市民サービス課と交代します。 

○湯浅市民サービス課長  それでは、決算書の２７８、２７９ページにお戻りく

ださい。 

 ２款１項１目繰入金は、予算現額４億５,６０１万６,０００円に対しまして、調

定額及び収入済額は、ともに４億５,６０１万５,１６１円でございます。全て繰出

基準に定められた繰入金でございます。 

 ３款１項１目繰越金は、予算現額６０６万１,０００円に対しまして、調定額及

び収入済額は、ともに６０６万３８３円でございます。 

 ４款諸収入、１項延滞金加算金及び過料、２項償還金及び還付加算金については、

税務課より御説明申し上げます。 

○三鬼税務課長  ４款１項１目延滞金は、予算現額３万円に対し、調定額、収入

済額がともに１０万４,８８２円で、全て後期高齢者医療保険料の延滞金収入でご

ざいます。 

 ２項１目保険料還付金及び還付加算金につきましては、こちらは、市が被保険者

本人に支払った保険料還付金及び還付加算金に対する三重県後期高齢者医療保険広

域連合からの収入でございます。収入額、調定額がともに４２万８,８０３円でご

ざいました。 

 市民サービス課に戻します。 

○湯浅市民サービス課長  それでは、２８０ページ、２８１ページを御覧くださ

い。 

 ３項１目雑入は、予算現額２,３７４万３,０００円に対しまして、調定額及び収

入済額は、ともに２,５０２万２,６０４円で、後期高齢者広域連合からの前年度精

算金及び高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施事業推進交付金１４７万１,

４０７円でございます。 

 続きまして、歳出でございます。 

 次ページ、２８２、２８３ページを御覧ください。 

 １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費は、支出済額７９７万４,２２６

円、不用額１５万５,７７４円でございます。主なものといたしましては、１８節

負担金、補助及び交付金２８７万７,０００円で、総合住民システム利用負担金で

ございます。 
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 ２項徴収費につきましては、税務課より御説明申し上げます。 

○三鬼税務課長  ２項１目徴収費、支出済額は１４５万６,０３２円で、不用額は

３１万１,９６８円でございます。主なものといたしましては、２８３ページ下段

の１１節役務費では４０万９,７３５円で、納入通知書等の送付に係る通信運搬費

等、１８節負担金、補助及び交付金の支出済額は８５万８,３０６円で、納付書共

同印刷に係る一般会計の負担金でございます。 

 市民サービス課に戻します。 

○湯浅市民サービス課長  それでは、２８４ページ、２８５ページを御覧くださ

い。 

 ２款１項１目広域連合負担金は、支出済額６億９,４６２万４,９３１円、不用額

６５９万１,０６９円でございます。全額、広域連合に対する負担金であり、主な

ものといたしましては、療養給付費負担金３億２,３２６万４,０００円でございま

す。 

 ３款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、１目保険料還付金及び還付加算金に

ついては、税務課より御説明申し上げます。 

○三鬼税務課長  ３款１項１目保険料還付金及び還付加算金につきましては、支

出済額４２万８,８０３円、不用額５７万１,１９７円でございます。支出済額は、

全て、２２節償還金、利子及び割引料で、保険料の変更等に伴う過誤納分還付金で

ございます。 

 市民サービス課に戻します。 

○湯浅市民サービス課長  それでは、続きまして、２項繰出金、１目一般会計繰

出金は、支出済額２,４１７万８,４３４円、不用額１,５６６円でございます。こ

れは、令和５年度の事務費繰入金の精算分として、一般会計に対して繰出しするも

のでございます。 

 議案第６１号の説明は以上でございます。よろしく御審議いただき、御承認くだ

さいますよう、よろしくお願いします。 

○南委員長  ありがとうございます。 

 議案６０号と議案第６１号の２議案の決算審査の報告を受けました。 

 御質疑のある方、御発言をお願いいたします。 

○仲委員  税務課のほうの話になると思うんですけど、２５３ページ、国民健康

保険税の収入済額が７,８１８万１,１８１円ということで、特に医療費の現年分が

１,２００万ということで、これ、前年比較すると、逆に減っておるんですね。そ
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れから、トータルでいっても、大体７００万ぐらい減っておるもので、頑張ってい

るんやなということがうかがえるんですけど、ちょっと前に税務課のときに、三重

地方税管理回収機構のお話があったときに聞けばよかったんですけど、国保税につ

いては、管理回収機構のほうには、原則、出さないということでよろしいですか。 

○三鬼税務課長  仲委員、御指摘のように、以前は回収機構への移管について、

国保税については、原則、受け付けていただけない部分の時期もあったんですけれ

ども、近年に入って、受け付けていただく部分も出てきました。その代わり、要件

としましては、やっぱり差押え財産とか、その換価価値のある不動産とか、そうい

うふうな財産調査をした上で対応ができる場合については機構のほうでも受け付け

ていただけるというところで、この数年、機構への移管にも国保税を含めた対応を

しております。そういうふうな形で、条件もあるんですけれども、機構とそういう

財産調査する中で、対応できるよというところは、ヒアリングを通じて移管のほう

を進めていきたいというふうに考えております。 

○仲委員  市税と違って国保の場合は、国民健康保険を使うという前提の中で、

やはり納めるということが意識を高めてもらうために、移管もやっぱりしていった

ほうがいいんじゃないかというふうに思います。 

 もう一点、２７９ページ、これも、後期高齢者医療保険料の特別徴収保険料で調

定額と収入済額を比較すると、まず、その６７万６５５円だったけど、これ、特別

徴収やもんでこういうことがあり得るのかなと思うんやけど、調定額を収入額が上

回ったということは、これ、どういうことになります。 

○三鬼税務課長  特別徴収の場合、課税をされて調定額として上がってくるわけ

なんですけれども、年度末までに還付が発生する場合があります。その場合、御本

人に速やかに還付をするんですけれども、口座を教えていただくのに時間がかかっ

たりとか、その出納閉鎖の期間内に現年分に対しての還付が済む場合、それは、１

００％、いわゆる０になるわけなんですけれども、還付し切れなかって翌年度に還

付する予定になったものについては、このような形でマイナスになるというふうな

原因の大きな部分になります。なので、年度を繰り越して還付する際には、当然、

ここの部分というのは御本人に返していく保険料になりますので、そういう対応の

中で、翌年度に返していくというふうな形になります。原因としては、還付未済と

いうか、そういうふうな形のものが主なものになります。 

○仲委員  表記の仕方がマイナス６７万というのは、これ、算出できたら引き算

でこうなるんですけれども、引き算でもこうなるのはこれでいいんだけど、実際の
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収入未済額というのを表わすと、本当は０なのか、もしくは、還付の話を引いた計

算かというのは分からんもんで、僕の考え方のほうは収入未済額は０なんかなと思

うんだけど、表記の考え方。これで良かったらこれでいってください。 

○三鬼税務課長  収納実績表を添付している部分とちょっとリンクさせていただ

いておりまして、記載については、また検討させていただきたいなと思うんですけ

れども、こんな形で、かねてから表記させていただいておりますので、詳しい内容

につきましては、また御説明させていただきたいと思います。 

○南委員長  他にございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○南委員長  ないようですので、市民課の決算認定の審査を終了いたします。あ

りがとうございました。 

 続きまして、ここで１０分休憩します。 

（休憩 午前１０時４５分） 

 

（再開 午前１０時５４分） 

○南委員長  休憩前に引き続き委員会を続行いたします。 

 次に、福祉保健課、議案第５９号の説明をお願いいたします。 

○山口福祉保健課長  福祉保健課でございます。よろしくお願いいたします。 

 議案第５９号「令和６年度尾鷲市一般会計歳入歳出決算の認定について」のうち、

福祉保健課に関する決算につきまして御説明いたします。 

 決算書の１１６、１１７ページを御覧ください。通知いたします。 

 ３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費でございます。支出済額は８

億５,８５０万５,１９７円で、不用額は８７３万５,８０３円でございます。 

 支出の主なものといたしましては、次ページ、１１８、１１９ページを御覧くだ

さい。 

 １０節需用費１,０６７万３,２３１円のうち、福祉保健センターの電気代などの

光熱水費が７９１万１７９円でございます。 

 次に、１２節委託料５７８万４,９２０円の主なものは、自家用電気工作物保安

業務委託料３５万１,１２０円から、次ページを御覧ください、消防用設備等点検

業務委託料３７万８,４００円まで、福祉保健センターの管理に係る業務委託料で

ございます。 

 次に、１８節負担金、補助及び交付金５億８,３５３万７０１円は、紀北広域連
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合負担金５億２,９１４万４,０００円、社会福祉協議会運営助成金５,１３８万２,

８３６円が主なものでございます。 

 次に、２目障害者福祉費でございます。支出済額は７,４５６万２,７７３円で、

不用額は３０１万９,２２７円でございます。 

 支出の主なものといたしましては、次ページを御覧ください。 

 １９節扶助費６,９３１万５,８４９円は、特別障害者手当給付費９８５万４,８

７０円、心身医療費助成金５,９４６万９７９円でございます。 

 次に、３目自立支援給付事業でございます。支出済額は５億２４３万４,１３０

円で、不用額は３,４３４万８７０円でございます。 

 支出の主なものといたしましては、１２節委託料２,７４９万２,７５３円は、移

動支援事業委託料２００万５,１８９円、紀北地域障がい者相談支援センター事業

委託料２,２７４万９,５４０円が主なものでございます。 

 次ページ、１２４、１２５ページを御覧ください。 

 １９節扶助費４億５,９７６万４,６５３円は、居宅介護事業費、日常生活用具給

付事業費をはじめ、障がい者の生活を支え社会参加を促進する事業費でございます。 

 次に、４目老人福祉費でございます。支出済額は１億８９７万３,２９７円で、

不用額は１７２万９,７０３円でございます。 

 １２節委託料９,２１０万４３４円は、養護老人ホーム聖光園の指定管理料でご

ざいます。 

 次に、１４節工事請負費６６６万６,０００円は、養護老人ホーム聖光園の２階

北側廊下部分の空調設備を取り替えたものでございます。 

 次ページ、１２８、１２９ページを御覧ください。 

 ６目子ども医療費につきましては、子ども・子育て担当参事より御説明いたしま

す。 

○丸田福祉保健課参事  次に、６目子ども医療費でございます。支出済額は３,７

１８万５,１６８円で、不用額は２０６万８３２円でございます。 

 支出の主なものといたしましては、１９節扶助費３,６２１万１,６７６円は、子

ども医療費助成金で、対象者が１,２７５人、助成件数は１万７,２２３件でござい

ます。 

○山口福祉保健課長  次に、７目介護保険費でございます。支出済額は５,６８２

万３５９円で、不用額は４３５万６４１円でございます。 

 支出の主なものといたしましては、次ページを御覧ください。 
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 １２節委託料４,４５８万６,４５１円は、一般介護予防事業委託料１,８５０万

３,２０８円で、市内４事業者と委託契約を結び、一般介護予防事業を実施したも

ので、食の自立支援事業委託料３１１万１,５００円は、高齢者の安否確認を兼ね

た配食サービスを市内５業者に委託しているものでございます。 

 ほか、認知症総合支援事業委託料、生活支援体制整備事業委託料につきましては、

専門職による認知症サポート、生活支援コーディネーターによる地域ごとの支援体

制づくりなどを社会福祉協議会に委託し実施したものでございます。 

 そのほか、緊急通報システム管理委託料３２６万２,２７０円でございます。 

 次に、９目生活困窮者自立支援事業費でございます。支出済額は１億２,７６３

万６,２６６円で、不用額は２,０８０万９,７３４円でございます。 

 支出の主なものといたしましては、次ページ、１３２、１３３ページを御覧くだ

さい。 

 １８節負担金、補助及び交付金１億１,０３１万円は、物価高騰による負担増を

踏まえ、住民税非課税世帯や住民税均等割のみ課税世帯に対し支給する生活支援給

付金でございます。 

 次に、２項児童福祉費につきましては、子ども・子育て担当参事より御説明いた

します。 

○丸田福祉保健課参事  ２項児童福祉費、１目児童福祉総務費でございます。 

 支出済額は１億４,７０３万８４５円で、不用額は２１３万３,１５５円でござい

ます。支出の主なものといたしましては、次ページ、１３４、１３５ページを御覧

ください。 

 １２節委託料２,４５７万６,９９９円のうち、市内２か所で開設している放課後

児童クラブ運営委託料１,９５７万１,９９９円や、１４節工事請負費３,８２５万

８,０００円は、本年４月に開園した尾鷲市立とちのもり保育園の整備に係る工事

請負費でございます。 

 とちのもり保育園の整備の詳細につきましては、主要施策にて説明させていただ

きます。 

 主要施策の成果及び実績報告書の３７ページを御覧ください。通知いたします。 

 本事業は、輪内地区における就学前児童に対する教育・保育環境を保障するため、

輪内地区を中心とした就学前児童を受け入れるための公立の小規模保育施設を賀田

小学校内に整備するもので、工事や備品購入などを行い、健やかに成長するための

適切な環境を整備いたしました。 
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 事業費の主なものは、工事請負費３,８２５万８,０００円、需用費２４６万９,

０００円、備品購入費２４３万３,０００円ほか、計４,４６４万６,０００円で、

財源内訳は、国庫支出金、就学前教育・保育施設整備交付金１,７０８万５,０００

円、県支出金がみえ子ども・子育て応援総合補助金５３９万２,０００円と、みえ

森と緑の県民税市町交付金２９万１,０００円、その他特定財源が、ふるさと応援

基金繰入金１００万円と保育所施設整備事業債１,５４０万円、一般財源が５４７

万８,０００円でございます。 

 決算書１３６、１３７ページを御覧ください。通知いたします。 

 次に、２目児童措置費でございます。支出済額は７億３,０４４万６,８９３円で、

不用額は５０３万９,１０７円でございます。支出の主なものといたしましては、

１２節委託料１,６３６万６,３８０円のうち、地域子育て支援センター事業委託料

８６３万９,０００円は、旧第二保育園で運営する子育て支援センター「ちびっこ

ひろば」に育児相談や親子教室等を委託するもので、未就学児の親子、延べ８３３

組が参加しております。 

 次ページ、１３８、１３９ページを御覧ください。 

 １８節負担金、補助及び交付金８,５１７万５５３円は、認可保育所特別助成事

業補助金や障害児保育対策事業費補助金、給食費支援事業補助金などでございます。 

 １９節扶助費６億１,３７０万８,９４０円は、保育所等運営費４億６,２６１万

８,９４０円、児童手当１億５,１０９万円でございます。 

 次に、３目母子父子福祉費でございます。支出済額は８,９９８万１,４０５円で、

不用額は２５８万９,５９５円でございます。 

 支出の主なものといたしましては、１８節負担金、補助及び交付金４８２万２,

０００円は、独り親が就職の際に有利となる資格の取得を目指し専門学校等で修業

する期間の生活費を支給する高等職業訓練促進給付金等事業補助金でございます。 

 その下、１９節扶助費８,４０３万９,７５６円は、一人親家庭等医療費助成金が

対象となる保護者１３６人と子供２１８人に対し１,０１９万８,４６０円を、児童

扶養手当は、対象となる独り親１４６人に７,０１０万５,６７０円を支給したもの

などでございます。 

○山口福祉保健課長  次ページの１４０、１４１ページを御覧ください。 

 ３項生活保護費、１目生活保護総務費でございます。支出済額は２,８００万２,

３６７円で、不用額は８６万３,６３３円でございます。支出の主なものといたし

ましては、１２節委託料６２７万６,５３５円で、被保護者就労支援事業委託料４
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６４万８,５３５円などでございます。 

 次ページ、１４２、１４３ページを御覧ください。 

 次に、２目扶助費でございます。支出済額は２億８,４２０万９２８円で、不用

額は６,０７９万７,０７２円でございます。 

 １９節扶助費２億４,１９７万５,１４５円のうち、支出の主なものといたしまし

ては、扶助費２億４,１９７万４,１３５円で、生活保護の被保護者世帯に対し国の

定める基準に従い各種扶助費を支給したもので、令和６年度の被保護者世帯数は１

４２世帯、被保護者数は１５８人でございます。 

 次に、３目生活保護施設事務費でございます。支出済額は４０８万３,０４０円

で、不用額は９６０円でございます。 

 １８節負担金、補助及び交付金４０８万３,０４０円は、救護施設委託事務費負

担金でございます。 

 次に、４項地方改善事業費、１目地方改善事業費でございます。支出済額は１,

３１６万２９円で、不用額は３１万５,９７１円でございます。本事業は、林町会

館の運営に関するもので、支出の主なものといたしましては、７節報償費８８万５,

０００円は、林町会館で開催している各種講座の講師謝礼でございます。 

 次ページ、１４４、１４５ページを御覧ください。 

 次に、４款衛生費、１項保健費、１目保健総務費でございます。支出済額は６,

００１万１,８７３円で、不用額は５４万３,１２７円でございます。 

 支出の主なものといたしましては、１２節委託料３１９万８,１４８円のうち、

３１９万８,０００円は、一次救急医療体制事業を紀北医師会に委託したものでご

ざいます。 

 次ページ、１４６、１４７ページを御覧ください。 

 １８節負担金、補助及び交付金２,０９４万５,１０２円のうち、主なものといた

しましては、中段ほどの病院群輪番制病院運営事業補助金として尾鷲総合病院に１,

７６５万９,６００円を、地域医療助成金として２２５万円を紀北医師会及び尾鷲

歯科医師会に助成したものでございます。 

 次に、２目予防費でございます。支出済額は５,０６４万９,１４４円で、不用額

は２,３９２万８５６円でございます。 

 支出の主なものといたしましては、１２節委託料４,０４２万９,９０１円は、４

種混合、日本脳炎等各種予防接種である定期予防接種委託料３,７４２万２,９０３

円、おたふくかぜや帯状疱疹ワクチン等の任意接種委託料２７８万３,１４８円で



－１９－ 

ございます。令和６年度から開始いたしました帯状疱疹ワクチンの任意接種の実績

につきましては、１回接種の生ワクチンが１７名、２回接種の不活化、組替えワク

チンが延べ２１６名、実人数として１１９名で、助成対象である５０歳以上の約１.

３％の方が接種されております。 

 次ページを御覧ください。 

 次に、３目保健事業普及費でございます。支出済額は３,０５５万８７４円で、

不用額は４７０万６,１２６円でございます。 

 支出の主なものといたしましては、１２節委託料２,４６２万１,３０８円のうち、

主なものといたしましては、妊婦・産婦健康診査等委託料５４５万５,２００円は、

三重県医師会等に、次ページを御覧ください、がん検診委託料１,６６７万１,０２

７円は、尾鷲総合病院等に委託して実施したものでございます。 

 １７節備品購入費１０６万２,０５０円は、超音波骨密度測定装置１０１万８,６

００円などでございます。 

 以上が福祉保健課に関する決算の説明でございます。よろしく御審議いただき、

御承認賜りますよう、お願いいたします。 

○南委員長  説明は以上でございます。 

 御質疑のある方、御発言をお願いいたします。 

 よろしいですか。 

○仲委員  実績報告の３８ページ、保育所事業と、それで、決算書の３３ページ

の児童福祉費負担金のところで、収入未済額が１６０万２,９００円とあるんです

けど、この１６０万２,９００円は、これ、現年度、過年度分、合わせての収入未

済額ですね。 

○山口福祉保健課長  この中で、仲委員言われましたように収入未済額の１６０

万２,９００円の内訳として、こちら、備考欄にあるように保育所の入所保護者負

担金は、現年度分で１,８９１万７,０００円、過年度分として２万円ということに

なっております。 

○仲委員  その説明は、入の説明であって、収入未済額の説明は現年分だけでは

ないですね。過年度分も含まれておると思うんやけど、違う。 

 というのは、もし現年分が幾らというのが分かれば金額を教えてほしいんですけ

ど、いわゆる、去年、おととしかな、３歳児以上保育料無償化になりましたね。と

いうことは、保育料を納める方は、０歳児から２歳児までと。それは、多分、保育

に欠けるということで、仕事を持っておったり、病気でどうしても保育に欠けると
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いう方がみえると思うんですけど、その中で、やはり、収入未済額が増えてくるよ

うではちょっとどうかなという意味で、そこら、現年分の金額、分かります。分か

らんだら、いい。次の質問へ行くから。 

 実は、この保育料というのは、過去の分がためてあると思うんですけど、要する

に、やはり平等ということであれば、どうしても納めていただけなあかんものです

ね。不納欠損できるかどうかは僕は分からんですけど、今回、不納欠損、乗ってい

ないですね。どのような対応を相談しているか、そこをちょっと知りたいというこ

とです。 

○山口福祉保健課長  言われるように、公平の観点から、納めていない方、納め

ている方、不公平があるということで、原課としましては、児童手当からそちらへ

回すということも、制度上、できることでありますので、そういったことも含めて、

分納であったり、いろんな相談に乗りながら収納に努めております。 

 以上です。 

○丸田福祉保健課参事  現年分の保育料なんですけれども、１名の方が、保護者

の方が、４か月分、滞納がありました。ただ、今年度から就労したということもあ

りまして、昨年度分の滞納分は、今年度、もう全て支払っていただいておりますの

で、今後も、引き続き、相談しながら回収に努めてまいりたいと考えております。 

○南委員長  よろしいですか。 

 他にございませんか。 

○小川議長  ちょっといいですかね。あまり質問ないので、申し訳ないですけど、

参考までに教えていただきたいと思います。 

 決算書の１２１ページ、まず、新婚生活支援事業補助金、これ、何人か何件か。 

○丸田福祉保健課参事  昨年度の実績としましては、６世帯の方が対象となって

おります。 

○小川議長  ６世帯で１８０万、去年の倍ぐらいになっていますよね。これ、限

度額６０万ぐらいまであったと思うんですけど、３０万ぐらいで止まっているんで

すか。 

○丸田福祉保健課参事  今回、６名の方が対象になっているんですけれども、そ

のうち、４世帯の方が２９歳以下の方で、ともに３９歳以下の方は最大３０万円ま

で、２９歳以下の方が６０万円までという決まりがあります。今回、６組のうち、

ちょっと多くて、２９歳以下の若い世帯の方が４世帯ありました。 

 内容としましては、住宅の賃借料を借りられるのが４組、それから、リフォーム
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代として１組、それから、住宅を取得したという方もいらっしゃって、それも１組、

今回、いつもよりちょっと取得とかリフォームにかかった費用が多かったのかなと

思われます。 

○小川議長  次に、１３１ページ、緊急通報システム委託料のところなんですけ

ど、これ、その前の年とか減っていますよね、金額が。これは、高齢化によるもの

なのか、人口減少によるものなのかどうか、その点、いかがなんでしょうか。 

○山口福祉保健課長  在宅の方がつける装置でございますので、例えば、施設に

入所されたりとか、言われるように死亡の方もみえますけれども、その加減で、若

干、昨年度は減っております。 

○小川議長  これ、よく聞くんですけど、町を回っていますと、知らない人、結

構いるんですよね、独り住まいの方で。去年、今年かな、何人か頼まれて、３件か

４件、つけていただいたと思うんですけど、全然知らない人、多いんで、もうちょ

っと周知のほうを何とかするべきだと思うんですけど、いかがですか。 

○山口福祉保健課長  例年、広報紙等でも周知はしておるんですけれども、言わ

れるように、まだ確認できていない方もみえるかと思いますので、今後、さらにい

ろんな媒体を使って周知は図っていきたいと思います。 

○小川議長  参考までに、これ、何件。 

○山口福祉保健課長  昨年度末で、利用者としては、１０２名の方が装置を設置

されております。 

○小川議長  １４３ページ、１９節の扶助費のところなんですけど、これ、４,０

００万ほど減っていると思うんですけど、これはどういう……。 

 この生活保護から抜け出せたんですか、それとも、対象者が減ったんですか。 

○山口福祉保健課長  この扶助費につきましては、生活保護に関わる様々な生活

扶助であったり、医療扶助であったりというところなんですけれども、実際、人数

自体も減っているのは減っていますが、大きくは医療費扶助、高額医療費の方が亡

くなられたというケースが数件ございましたので、その影響が一番大きいかなと思

っております。 

○小川議長  生活困窮自立支援制度で引き上げたっていう方は、この中では見え

ないですか。 

○林福祉保健課係長  移行された方はございません。 

○小川議長  いいです。 

○南委員長  他にございませんか。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

○南委員長  それでは、ないようですので、福祉保健課の決算の審査を終了いた

します。ありがとうございました。 

 引き続き、環境課に入っていただきます。 

 よろしいですか。 

 それでは、環境課の所管の議案第５９号の決算の説明をお願いいたします。 

○山本環境課長  環境課です。よろしくお願いいたします。 

 それでは、議案第５９号「令和６年度尾鷲市一般会計歳入歳出決算の認定につい

て」のうち、環境課所管の決算について、決算書等に基づき御説明いたします。 

 歳出決算の説明の前に、し尿処理手数料の不納欠損を御説明いたします。 

 決算書３６、３７ページを御覧ください。 

 １３款使用料及び手数料、２項手数料、２目衛生手数料、２節し尿処理手数料で、

令和６年度は２万３,１００円の不納欠損を行いました。この科目は、し尿くみ取

りに係る手数料で、所在不明、死亡等の徴収不能案件で、非強制徴収公債権の時効

期間５年を経過したことから、４件、２万３,１００円の不納欠損を行いました。 

 続きまして、歳出決算の説明をいたします。 

 決算書の１５０、１５１ページを御覧ください。 

 ４款衛生費、２項清掃費、１目清掃総務費、予算現額１億３,７７１万６,０００

円に対して、支出済額１億３,５９３万３,７０８円、不用額が１７８万２,２９２

円であります。この科目は、環境課の総務的な経費であります。 

 内訳を申し上げます。 

 まず、１款報酬から次のページの４節共済費までについては、総務課より説明済

みでありますので、割愛させていただきます。 

 これらの人件費を除いた令和６年度の支出済額、決算額は、前年度決算額との比

較では、ほぼ横ばいであります。 

 支出の内訳は、備考欄に記載のとおり、環境課の事務所経費など、経常的な経費

が主なもので、事業的なものは、環境美化推進事業であります。 

 環境美化推進事業の内容につきましては、担当係長から説明させていただきます。 

○塩谷環境課係長  主要施策の成果及び実績報告書の４４ページを御覧ください。 

 環境美化推進事業であります。 

 事業の目的、内容につきましては、記載のとおりであります。 

 事業成果の欄を御覧ください。 
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 事業成果としましては、違反ごみ、不法投棄の監視パトロールや指導を継続して

行い、投棄場所には、監視カメラ、啓発看板を設置いたしました。また、広報誌や

ワンセグにおいて、ごみ出しルールの周知啓発を行い、環境美化の意識の向上を図

っています。 

 事業費につきましては約７２万５,０００円で、前年比約５.７％の減、財源内訳

は、全て一般財源となっています。 

 説明は以上です。 

○山本環境課長  続きまして、決算書の１５２、１５３ページを御覧ください。 

 続きまして、２目塵芥収集費です。塵芥収集費、予算現額１億３,２９４万１,０

００円に対して、支出済額１億３,２５７万６,３３９円、不用額が３６万４,６６

１円であります。この科目は、本市の可燃ごみ収集に係る経費が主なものでありま

す。決算額は、前年度決算額と比べ、約１１３万円の増額であります。 

 内訳につきましては、担当係長から説明させていただきます。 

○塩谷環境課係長  主要施策の成果及び実績報告書の４５ページを御覧ください。 

 ごみ収集費でありますが、事業の目的、事業内容は、記載のとおりであります。 

 事業成果の欄を御覧ください。 

 事業成果として、可燃ごみ収集量が令和６年度３,１８３.３トンとなり、前年度

の３,３７２.２３トンに対して１８９トン減少し、削減率は約５.６％となってお

ります。 

 記載しておりませんが、ごみ有料化制度開始前の平成２４年度の５,４２２.６６

トンと比較すると、約４１.３％の削減率となっております。 

 また、自分でごみを出すことが困難な方を対象としたふれあい収集事業では１９.

４１トンの可燃ごみ収集をしたほか、リサイクル事業の一環として、家具類３８点

を収集しております。 

 事業費は５,３１６万９,０００円で、前年度比５１万７,０００円の増、財源内

訳、その他特定財源２,１６２万４,０００円は、指定ごみ袋制度による塵芥収集手

数料であります。 

 説明は以上であります。 

○若林環境課係長  主要施策の成果及び実績報告書４６ページを御覧ください。 

 資源ごみ収集費は、事業の目的欄のとおり、資源ごみを速やかに適正に収集し、

再資源化することで、循環型社会の構築を推進するものであります。 

 事業成果を御覧ください。 
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 令和６年度の資源ごみ収集量は、新聞紙ほか１９品目で、合計７６９トンであり

ます。詳細内訳は、記載のとおりであります。 

 事業費は７,９４０万８,０００円であり、財源内訳は、全額、一般財源です。事

業費は、前年度比で６１万６,０００円の増額となりました。 

 説明は以上です。 

○山本環境課長  続きまして、決算書の１５４、１５５ページを御覧ください。 

 ３目塵芥処理施設費、予算現額２億９,６００万９,０００円に対して、支出済額

２億９,２４５万５,６７２円、不用額が３５５万３,３２８円であります。この科

目は、ごみ処理施設、清掃工場等に係る経費で、前年度決算額と比較して約１,４

００万円、率にして５.１％ほど増額しています。増額の主な要因についてであり

ますが、東紀州環境施設組合への負担金が約２,４７０万円増加したことによるも

のであります。 

 また、１２節委託料の不用額１５７万６,６６８円の主な理由としまして、資源

物の処理量が見込みを下回ったことなどによるものであります。 

 次に、内訳を申し上げます。 

 決算書１５７ページを御覧ください。 

 １８節の負担金でありますが、これは、令和３年４月１日に設立された一部事務

組合、東紀州環境施設組合への令和６年度分の負担金４,３７９万６３９円と、再

資源化のため伊賀市へ搬入する焼却残渣等に係るトン当たり１,０００円の伊賀市

への負担金であります。 

 この負担金以外のこの科目の主な事業は２本あります。 

 担当係長から説明させていただきます。 

○若林環境課係長  主要施策の成果及び実績報告４７ページを御覧ください。 

 ごみ処理費であります。 

 事業の内容欄のとおり、清掃工場施設を適切に維持管理するために、施設点検、

ばい煙、ダイオキシン等測定点検などの業務委託を行っております。 

 事業成果は記載のとおりで、事業費は２億１,１５３万８,０００円、前年度と比

較して８８万８,０００円の増額となりました。 

 財源の内訳は、その他特定財源で、清掃工場持込手数料１,４０１万３,０００円、

都市計画事業基金繰入金１,０００円で、一般財源は１億９,７５２万４,０００円

であります。 

 続きまして、次ページの４８ページを御覧ください。 
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 資源ごみ処理費であります。 

 事業目的は、清掃工場に収集及び持ち込まれる資源ごみを適正に再資源化の促進

を実施しております。 

 事業内容としては、資源ごみを再資源化業者に適正に搬出処理を行うもので、清

掃工場のストックヤードにおいて、清掃工場に持ち込まれた資源ごみから分別の細

分化作業にて有価物を抽出して、経費のかかる処分量を減らすように実施しており

ます。 

 事業成果といたしましては、資源物の処理量は７５５トンと、昨年度より１１ト

ン減りました。資源物の７５５トンのうち、３９６トンが有価引取りされ、３８６

万２,０００円の資源物売却収入を得ました。 

 事業費は３,６５２万８,０００円で、資源化物売却収入のほかは、一般財源であ

ります。 

 説明は以上です。 

○山本環境課長  続きまして、決算書１５６、１５７ページを御覧ください。 

 ４目し尿処理費であります。予算現額１億９,２１６万１,０００円に対して、支

出済額は１億９,０７３万７,３４７円、不用額１４２万３,６５３円であります。

この科目は、し尿収集やし尿処理に係る経費で、前年度決算額と比較して、約２０

０万円増加しております。増加の主な要因は、バキュームカーのエンジン載替え等

により修繕費がかさんだためであります。内訳の主なものは、クリーンセンターの

維持管理経費であります。 

 内訳につきましては、担当係長から説明させていただきます。 

○塩谷環境課係長  主要施策の成果及び実績報告書の４９ページを御覧ください。 

 クリーンセンター運転管理費でありますが、し尿、浄化槽汚泥の適正処理のため、

令和元年度から６年間、クリーンセンターの包括複数年整備運営管理業務委託を実

施しております。 

 令和６年度の事業成果でありますが、クリーンセンターでの処理量は、し尿が３,

０４７キロリットル、浄化槽汚泥が１万８４５キロリットル、合計１万３,８９２

キロリットルを処理しております。 

 また、処理工程で発生する余剰汚泥を乾燥し、一部再資源化肥料として８,２７

０キロを市民の方々に配布しております。 

 主な事業費の内訳は、クリーンセンターの運転保守管理包括業務委託料１億７,

８２０万円と、第三者による業務の履行状況の確認としてのモニタリング委託料が
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４９５万円であります。 

 総事業費は、令和６年度が１億８,３１５万円、前年度比では８,０００円の減額

となっております。これは、令和５年度に３年に一度の肥料登録に関わる更新手数

料があったためであります。 

 財源内訳、その他特定財源２,１６０万５,０００円は、し尿収集手数料で、その

他は、一般財源であります。 

 説明は以上です。 

○山本環境課長  続きまして、決算書１５８、１５９ページを御覧ください。 

 ３項環境衛生費、１目環境衛生総務費、予算現額６,４８４万６,０００円に対し

て、支出済額６,４１２万６,３０９円、不用額７１万９,６９１円であります。こ

の科目は、環境衛生に係る総務的な経費です。 

 ２節給料から４節共済費までは、総務課より説明済みの人件費でありますので、

割愛します。 

 これらを除いた主な内訳としましては、環境月間美化活動などに係る花植え時の

土、花、肥料等需用費の消耗品であります。 

 次に、２目環境調査対策費につきましては、予算現額１,５９９万４,０００円に

対して、支出済額１,４２７万３４６円、不用額１７２万３,６５４円であります。

この科目は、環境調査業務に係る経費や浄化槽普及促進に係る経費が主なもので、

前年度決算額と比較して、約９１万円増加しました。増加の主な要因は、５年に１

回調査を行う自動車騒音常時監視に係る騒音調査及び面的評価業務の委託料となっ

ております。 

 内訳につきましては、担当係長から説明させていただきます。 

○大川環境課係長  それでは、主要施策の成果及び実績報告書の５０ページを御

覧ください。 

 環境調査対策事業であります。 

 事業の内容及び成果としましては、公共用水域と一般大気環境の環境基準適合状

況を把握するための調査等を実施し、生活環境の把握、保全に努めました。 

 また、環境保全協定を締結している事業者に対し立入調査等を行い、協定値が遵

守されていることを確認しております。 

 事業費は６０９万４,０００円で、財源は、全て一般財源となっております。 

 続きまして、次の５１ページを御覧ください。 

 浄化槽普及促進事業であります。 
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 事業の内容につきましては、市内の住宅におけるくみ取便槽や単独浄化槽からの

合併浄化槽への転換及び住宅新築時の合併処理浄化槽設置の促進を図っております。 

 事業成果としましては、補助件数が、５人槽が、新設、転換、合わせ２４基、７

人槽が、新設、転換、合わせ２基の計２６基であります。その内訳としましては、

新設が１７基、くみ取便槽からの転換が６基、単独浄化槽からの転換が３基となっ

ております。 

 事業費につきましては８１７万６,０００円で、財源内訳につきましては、国庫

支出金が１５４万１,０００円、県支出金が１４７万３,０００円、一般財源が５１

６万２,０００円となっております。 

 説明は以上です。 

○山本環境課長  続きまして、決算書１６２、１６３ページを御覧ください。 

 ６目廃棄物政策費、予算現額１４６万５,０００円に対して、支出済額１０４万

８,６２８円、不用額４１万６,３７２円であります。この科目は、廃棄物政策、環

境保全対策などに係る経費で、主に電動生ごみ処理機、ガーデンシュレッダー購入

費補助金や太陽光発電設備等設置費、電気自動車等購入費等の各種補助金となりま

す。 

 決算書に基づく説明は以上となります。 

 続きまして、令和７年度尾鷲市清掃事業の概要を御覧ください。通知いたします。 

 こちらは、最新の本市の清掃事業の概要を取りまとめたものであります。 

 次ページの目次を御覧ください。 

 内容は、基本的な本市の清掃事業の内容のほか、ごみ量などの経年変化のデータ

も取りまとめておりますので、後ほど、御参照をお願いいたします。 

 以上が令和６年度の環境課の決算報告であります。御審議いただき、認定賜りま

すよう、よろしくお願いいたします。 

○南委員長  ありがとうございました。 

 環境課の決算認定の説明は以上でございます。 

 御質疑のある方、御発言をお願いいたします。 

 よろしいですか。 

○仲委員  実績報告の４８ページ、資源ごみ処理費、それから、決算書１５５ペ

ージ、塵芥処理施設費の委託料、この資源プラスチック類保管運搬業務委託料２３

０万とか資源プラスチック処理料３５５万２,０００円が、これ、毎年度、このよ

うな金額で経費かかっていると思うんです。国の施策でプラスチック分類というの
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が進んできておるはずなんですけど、ずっと前からこのような格好で、これが適正

だとは思いますけど、例えば、プラスチック資源、プラスチック類とかペットボト

ル等の処理の方法とかいうのは、他市と比較して、例えば、尾鷲市より経費が安い

とか、そのような比較検討をしたことがありますか。また、する方向、ありますか。 

○西環境課主査  今、プラスチックの資源リサイクル法というか新プラ法と言わ

れるやつがありますけれども、それは、もう特定業者しかできないような、認定を

受けた業者しかできない処理工程になっています。といって、三重県でも伊賀市に

その民間業者があるんですけれども、もうここら辺近辺のプラスチックに関しては

全てそちらのほうで行っていますので、何町が幾らというのは比べていないですけ

れども、当然ながら、その処理量の増減で、ある程度、値段は違うかも分からない

ですけれども、一定額のもので均一になっていると思います、他市町と比べても。 

○仲委員  よく説明分かったんですけど、今回、５市町で焼却場ができる。着工

して、できますね。できたとしても、この資源ごみ処理料というのは変わらないわ

けなんですか。変わらないですね。そこら、どうですか。 

○山本環境課長  今回の広域ごみ処理施設に関しましては、可燃ごみの５市町で

の共同の焼却ということになりますので、資源ごみに関しましては変更ありません。 

 ただし、当然ながら、５市町でこれから共同してごみ収集なりごみ処理をやって

いきますので、話合いをする場は増えてくると思います。 

○仲委員  オーケーです。 

○南委員長  他にございませんか。 

○中井委員  実績報告書の４５ページ、単純な質問なんですけど、リサイクル事

業の一環として家具等のリユース品３８点の収集を行ったとあるんですけど、その

処理というか引渡しがあるのかとかそういうところをちょっと教えていただきたい

なと。 

○塩谷環境課係長  ３８点、引取りしまして、３５点、ほかの方が引き取ってい

ただいた状況です。 

○中井委員  じゃ、個人が引き取っているという形ということですかね。 

○塩谷環境課係長  そうです。 

○中井委員  分かりました。 

○南委員長  よろしいですか。 

 他にございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○南委員長  ないようですので、環境課の決算の審査を終了いたします。ありが

とうございました。 

 ここで休憩をいたします。 

 再開は午後、１３時からいたします。 

（休憩 午前１１時４２分） 

 

（再開 午後 ０時５９分） 

○南委員長  それでは、休憩前に引き続き委員会を続行いたします。 

 午後からは、水産農林課、商工観光課、建設課まで行きたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 それでは、水産農林課の決算認定の説明をお願いいたします。 

○芝山水産農林課長  水産農林課です。よろしくお願いいたします。 

 それでは、議案第５９号「令和６年度尾鷲市一般会計歳入歳出決算の認定につい

て」のうち、当課の決算状況について御説明いたします。 

 それでは、まず、歳出について御説明いたします。 

 決算書１６４、１６５ページをお願いいたします。通知します。 

 ５款農林水産業費、１項農業費でございます。 

 １目農業委員会費、支出済額１,１２１万６,０６７円、不用額は７万９３３円で

ございます。主な支出は、１節報酬、農業委員会における委員報酬１６８万８,４

００円でございます。 

 次のページをお願いいたします。 

 ２目農業振興費、支出済額２,２７５万２４５円、不用額は３４万２,７５５円で

ございます。主な支出は、７節報償費７２７万６,０００円は、天満浦甘夏みかん

の地域おこし協力隊、遊休農地活用地域おこし協力隊へのそれぞれ１２か月分と、

漬物加工をミッションとした地域おこし協力隊６か月分の報償費の合計などでござ

います。 

 農業振興費の８節旅費から、次のページ、１８節負担金、補助及び交付金の支出

で主なものは、国の交付金を活用しましたみどりの食料システム戦略緊急対策事業

における有機農業産地づくり推進事業と、一次産業を通した関係人口創出事業に係

るものでございます。 

 まず、有機農業産地づくり推進事業につきまして、主要施策の成果及び実績報告

書にて、農林振興係の野田主幹から説明をさせていただきます。 
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 主要施策の成果及び実績報告書５７ページをお願いいたします。通知いたします。 

○野田水産農林課主幹兼係長  それでは、みどりの食料システム戦略緊急対策事

業、有機農業産地づくりについてであります。 

 事業の目的は、環境負荷を低減する有機農業を推進し、農作物の付加価値向上と

新たな販路拡大を図り、持続可能な農業を目的としております。 

 事業内容は、３か年事業の最終年となった令和６年度につきましては、令和４年

度に策定した尾鷲市有機農産地づくり実施計画を基に、生産、流通加工、消費を柱

とした取組を進め、県内で初となるオーガニックビレッジ宣言を前面に出し、甘夏

の知名度向上などに取り組んでまいりました。 

 主な事業費は、以下のとおりであります。 

 この中で旅費につきましては、和歌山県田辺市秋津野地区のジュース加工工場や、

同じく、和歌山県みなべ町梅農家を視察いたしました。 

 また、１０月に東京ビッグサイト、１１月に三重テラスにおいて、甘夏のプロモ

ーションを行いました。 

 需用費につきましては、有機農産物の学校給食への提供として、５月に甘夏、６

月にジャガイモ、７月にブルーベリーを提供いたしました。 

 委託料につきましては、有機農業の魅力を広く知っていただくため、有機農業イ

ベント、ファーマーズマルシェの開催に関する委託料でございます。２月１５日に

開催しました本イベントには、全国から有機農業者８名、市内から１７名の農業者、

または、事業者が参加し、有機農産物のマルシェや市制７０周年を記念した尾鷲甘

夏の苗木配布、尾鷲の今後の農業を考えるパネルディスカッションなどを開催し、

１,５００名の来場者をいただきました。 

 事業の成果は、生産管理につきましては、農業者の有機栽培技術が格段に向上し、

国が認める規格である有機ＪＡＳの認証を受ける農家も出てまいりました。 

 消費流通関連につきましては、試食や試飲を中心としたまずは味わっていただく

プロモーション、これに徹底した結果、甘夏の認知度も着実に広がっており、オー

ガニックスーパー、有機給食、オーガニック系通販など、販路拡大を進める上での

ターゲットも明確になってきております。 

 令和７年度においても、新たに設けられたオーガニックビレッジの飛躍的販路拡

大の補助をいただき、有機農産物の販路拡大に重点を置いた事業を展開しておりま

す。 

 事業決算額は４９４万７,０００円で、県支出金として、みどりの食料システム
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戦略緊急推進交付金４８８万３,０００円、一般財源６万４,０００円でございます。 

 説明は以上です。 

○芝山水産農林課長  それでは、決算書１６６ページ、１６７ページにお戻りく

ださい。通知いたします。 

 下段でございます。１８節負担金、補助及び交付金のうち、尾鷲市地域おこし協

力隊活動費補助金５００万円は、天満浦甘夏みかんの協力隊、遊休農地活用の協力

隊へのそれぞれ１２か月分の活動費補助金と、漬物加工の協力隊の半年分の活動費

補助金でございます。 

 中山間地域等直接支払事業費補助金２２４万９３６円は、天満浦開拓農地におけ

る条件不利地の中山間地域での国の農業活動支援補助金でございます。 

 環境保全型農業直接支払補助金８６万２,８２０円は、化学肥料や化学合成農薬

を原則５割以上低減する取組を行う農家への補助金で、いずれも、国が２分の１、

県と市が４分の１の補助割合でございます。 

 ３目農地費、支出済額４０６万４６２円、不用額は６万６,５３８円でございま

す。主な支出、１０節需用費２９９万８,６００円は、古江、賀田農道側溝修繕や、

名柄農業用水路修繕など、全部で１８か所の農道、農業用水路の修繕料でございま

す。 

 次のページをお願いいたします。 

 続いて、２目林業費でございます。 

 １目林業総務費、支出済額３,０１６万６,０６５円、不用額は５５万９,９３５

円でございます。主な支出は、一番下になりますが、１３節使用料及び賃借料４１

万６,５４２円は、林地台帳のデータベースである三重県森林資源情報管理システ

ムの使用料２７万７,２００円などでございます。 

 次のページをお願いいたします。 

 ２目林業振興費でございます。支出済額４,９６１万４５２円で、不用額は５３

５万９,５４８円でございます。主な支出は、７節報償費、支出済額７３２万２,６

００円は、ニホンザル、イノシシ、ニホンジカの有害鳥獣捕獲による奨励金と、獣

害対策をミッションとした地域おこし協力隊６か月分の報償費などでございます。 

 有害鳥獣対策事業は、後ほど、主要施策の実績報告にて説明いたします。 

 １０節需用費１２２万６,０７３円は、有害鳥獣対策や森林環境譲与税での森林

経営管理事業消耗品や、獣害対策パトロール用の車両の燃料費、修繕料などが主な

ものでございます。 
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 １２節委託料、支出済額は１,５０５万９,０００円で、不用額は７１万８,００

０円でございます。内訳は、ツキノワグマ保護等業務委託料２７万２,８００円は、

昨年６月１７日に尾鷲南インター上の山林にて、おりに入りましたツキノワグマの

捕獲、調査、放獣に対する業務委託料でございます。 

 自然体験推進業務委託料は、市内小学校にて展開をしております山育、海育など

の尾鷲育の業務委託料で、財源は、全額、尾鷲みどりの協会からの林業振興事業寄

附金を充てています。 

 森林経営管理事業業務委託料は、森林環境譲与税を財源として、適切な管理が行

われていない民間所有林について環境保全を目的に整備をするもので、令和６年度

は、須賀利地区２５ヘクタールでの間伐、三木里地区３４ヘクタールでの測量、森

林調査、同じく、三木里地区５７ヘクタールでの境界確認を行った委託料でござい

ます。 

 １４節工事請負費６９９万９,３００円は、全額、尾鷲みどりの協会からの林業

振興事業寄附金による林道白浜谷線の舗装工事で、１３６メートルのアスファルト

舗装を行ったものでございます。 

 １８節負担金、補助及び交付金１,８５３万２,６００円のうち、人家裏危険木伐

採事業補助金７０万９,６００円は、全額、みえ森と緑の県民税によるもので、人

家、住民に対して危険性のある危険木の被害予防として、伐採経費の８割、５０万

円を上限として、自治会や各区、自主防災会などの組織に補助するもので、昨年度

は須賀利区、桂ヶ丘自治会の２団体に補助をしたものでございます。 

 尾鷲みどりの基金事業補助金１,５５９万３,０００円は、全額、尾鷲みどりの協

会からの寄附による森林組合おわせへの造林等の補助金でございます。 

 不用額が５３５万９,５４８円と多額なのは、有害鳥獣捕獲奨励金が当初を下回

ったことと、尾鷲みどりの基金事業における森林組合おわせへの補助金のうち、林

道工事量の減少に伴う事業計画の変更による減額などが主なものでございます。 

 それでは、有害鳥獣対策事業について、主要施策の成果及び実績報告書にて、農

林振興係、野田主幹から説明をいたします。 

○野田水産農林課主幹兼係長  それでは、５９ページを御覧ください。 

 有害鳥獣対策事業についてであります。 

 本事業は、猟友会の協力の下、ニホンザル、イノシシ、ニホンジカの捕獲を実施

しております。サルは１万８,０００円、イノシシ、鹿については８,０００円を捕

獲報償金として支出しております。 
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 令和６年度、ニホンザルは６６頭、これ、５年度は７２頭でございました。イノ

シシにつきましては６９頭、５年度は３１頭、ニホンジカが５１１頭、令和５年度

が３５４頭。令和５年度に比べまして、サルだけ減少しましたが、イノシシが約２.

３倍、ニホンジカが約１.５倍で、例年の水準を上回っております。 

 このほか、獣害パトロール員によるパトロール、獣害被害のあった場所での捕獲

活動、死亡鳥獣の対応、獣害対策を推進する地域おこし協力隊を昨年１０月１日に

導入し、獣害被害の軽減に取り組んでまいりました。 

 主な事業費は、以下のとおりでございます。 

 なお、令和６年度中にツキノワグマの目撃情報が３５件寄せられました。委託料

のツキノワグマ保護等業務委託料２７万２,８００円につきましては、先ほど、課

長から説明のあった鳥獣保護管理法に基づき捕獲したツキノワグマを専門業者に委

託し、学習放獣を実施したものであります。 

 また、この鳥獣保護管理法は、一部改正され、人の生活圏に熊が侵入し、捕獲お

りでの対応ができない状況で、かつ、住民の安全確保が十分できる場合に限り、こ

れまで禁止されてきた日常生活圏での銃による対応が可能となりました。 

 事業費は９９５万３,０００円で、県支出金、鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事

業補助金１６６万７,０００円、その他特定財源、尾鷲みどりの基金繰入金６０万

円、一般財源７６８万６,０００円です。 

 以上でございます。 

○芝山水産農林課長  ここで、委員長、熊の資料については、まだいいですか。 

○南委員長  もう取りあえず、決算認定、済んでから後でお願いします。 

○芝山水産農林課長  承知しました。ありがとうございます。 

 それでは、決算書１７２ページ、１７３ページにお戻りください。通知をいたし

ます。 

 続きまして、３目林道開設改良費でございます。当初予算額４,０６９万２,００

０円に、前年度から繰越した継続費及び繰越事業費繰越額２,５４７万２,０００円

などを加えた予算現額は６,６６４万７,０００円で、これに対する支出済額は６,

６１０万２,３１４円、不用額は５４万４,６８６円であります。 

 昨年度からの繰越額２,５４７万２,０００円は、森林環境譲与税を財源として、

令和５年度当初予算計上しておりました林道須賀利大根線ののり面工事につきまし

て、工程のうち、電柱移設に係る工事が令和６年１月１日に発生いたしました能登

半島地震でのライフライン復旧を優先することで遅延が生じたことによる工期の延
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長により、事業を令和６年度に繰り越したものでございます。 

 １０節需用費２９６万３,０００円のうち、修繕料２３９万７,７８０円は、林道

八十谷線の土砂撤去や林道柳之谷線道路修繕など、１２件の林道修繕と４ＷＤ車両

のタイヤ交換の修繕料でございます。 

 １２節委託料６９７万４,０００円は、補助率２分の１の農山漁村地域整備交付

金事業での林道首越線橋梁長寿命化修繕工事に伴う設計業務委託でございます。 

 １４節工事請負費２,３２３万５,３００円は、同じく、補助率２分の１の農山漁

村地域整備交付金事業での林道首越線橋梁長寿命化修繕工事での工事請負費１,８

２４万５,７００円と、林道栃川原線ののり面からの土砂崩れを防ぐための落石防

護柵設置改良工事でございます。 

 繰越明許費の２,５４７万１,３００円は、先ほど申し上げました一部電柱移設の

工程が、能登半島地震のライフライン復旧で遅延したことによる繰越しでございま

す。 

 続きまして、３項山林事業費でございます。 

 １目管理費、支出済額８,０９６万４,３０１円で、不用額は８４万２,６９９円

でございます。 

 主な支出は、次のページをお願いいたします。 

 ７節報償費７５７万９,７２１円は、Ｌｏｃａｌ Ｃｏｏｐ推進の地域おこし協

力隊３名分の報酬で、月額２３万３,０００円、２名は、着任日の関係で１０か月

分の日割り支給となっております。 

 １０節需用費は、ＦＳＣ森林管理認証に係る安全対策用消耗品の購入と、みんな

の森プロジェクトや市有林管理での森林整備等に係る消耗品などでございます。 

 １２節委託料１,７２１万３,９００円のうち、みんなの森プロジェクト推進業務

委託料１,３２０万円は、プロジェクト全体を企画立案、進行管理を行う株式会社

パラミタへのディレクション委託料、ネイチャーポジティブなまちづくり業務委託

料２８４万９,０００円は、昨年１１月３０日、１２月１日に開催いたしました尾

鷲ネイチャーポジティブアクション会議の、構想から企画、運営に関する業務委託

料でございます。 

 なお、みんなの森プロジェクトは、全体事業費は４,２８８万４,０００円ですが、

企業からの寄附や個人のふるさと納税、協力隊の特別交付税などを差し引きますと、

実質的な市の負担は５６３万８,０００円となるものでございます。 

 森林整備業務委託料１１６万４,９００円は、みんなの森において列状間伐を行
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ったもので、伐採跡地にはひのきっここども園の園児たちがヒノキを植栽し、また、

市内各保育園の園児が広葉樹の植栽を行いました。 

 １３節使用料及び賃借料１２９万４,５０４円は、市有林管理を行う当課山林作

業員の車の借上料、チェーンソーなどの機械の借上料などでございます。 

 １８節負担金、補助及び交付金１,７９１万４,０８０円のうち、ＦＳＣグループ

認証負担金５６万５,４００円は、同グループ認証を継続するための負担金でござ

います。 

 Ｌｏｃａｌ Ｃｏｏｐ負担金１,１８７万３,４００円は、一般社団法人Ｌｏｃａ

ｌ Ｃｏｏｐ尾鷲へのみんなの森の生物多様性ワークショップ開催や、企業とのネ

イチャーポジティブなまちづくりを進める受皿としての活動を行う目的の負担金で、

令和６年度の財源は、三和ホールディングス株式会社様からの企業版ふるさと納税

でございます。 

 なお、令和６年１月から６月に開催いたしました、みんなの森整備ワークショッ

プでは、６か月間で延べ７２０名が参加をし、市外からの参加も７００名を超える

ものでありました。 

 次のページをお願いいたします。 

 地域おこし協力隊活動費補助金５３２万円は、Ｌｏｃａｌ Ｃｏｏｐ推進担当協

力隊３名分の活動補助金でございます。 

 続きまして、４項水産業費でございます。 

 １目水産業総務費は、全て職員人件費でございますので、割愛をさせていただき

ます。 

 ２目水産振興費、支出済額１,８２８万９,２９５円、不用額は９６万１,７０５

円でございます。２目水産振興費での事業は、アオリイカ産卵礁事業、後継者育成

事業、藻場再生などの水産多面的機能事業、ヒロメ、マガキなどの藻類二枚貝養殖

普及事業、市内の小中学生の食育を兼ねた料理教室などの水産物普及啓発事業が主

なものでございます。 

 ７節報償費３７４万３,０００円のうち、報償費３７２万８,０００円は、九鬼地

区の水産振興をミッションとした地域おこし協力隊の１２か月分と、大曽根地区の

水産振興をミッションとした協力隊の４か月分の報償費でございます。 

 １０節需用費に係るものは、これら事業における消耗品、車両燃料費、修繕費で

ございます。 

 １１節役務費３１万７,２９４円のうち、間伐材運搬等手数料９万９,０００円は、
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アオリイカ産卵礁用のヒノキ材の運搬手数料でございます。 

 漁獲量調査手数料１９万２,０００円は、市内の漁獲量を三重外湾漁協に調査を

していただいている手数料でございます。 

 １２節委託料２０万６,０００円は、尾鷲市漁業体験教室業務委託料で、三重外

湾漁協、株式会社早田大敷への体験教室での漁業体験委託料でございます。尾鷲湾

内での定置で、３回、３名の参加、早田大敷で、２回、２名の漁業体験の参加があ

り、そのうち、１名が就業しております。 

 １３節使用料及び賃借料６２万７,９０３円のうち、主なものは、次のページを

お願いいたします、エアーボンベや船舶の借上料は、アオリイカ産卵礁設置事業や

ガンガゼ除去による藻場再生事業、尾鷲湾、賀田湾の毎月の水質検査、水温検査に

係る用船料などでございます。 

 １７節備品購入費１４万７,８４０円は、海中調査用のウエットスーツとダイビ

ング中の安全管理用のダイブコンピューターを老朽化により買い換えたものでござ

います。 

 １８節負担金、補助及び交付金、支出済額は１,２５５万１,２１６円で、主な支

出は、水産多面的機能発揮対策事業負担金４２万８,０００円は、藻場再生事業と

しての四つの海域でのガンガゼ除去活動への負担金、漁業共済事業負担金２８０万

５,６７２円は、漁業者の漁業災害補償法に基づく共済制度で、赤潮特約事業につ

いて、該当する掛金の９分の６を国が負担し、９分の２を県、９分の１を市が負担

するものでございます。 

 地域おこし協力隊活動費補助金２６６万６,０００円は、九鬼地区、大曽根地区

への水産振興を行う協力隊２名分の活動費補助金、産地協議会強化支援事業補助金

８０万円は、漁協、漁業者、流通、加工の関係者が参加して漁業産地の構築につい

ての取組を行う協議会で、魚まつりの開催、フィッシュアナライザーによる魚の死

亡率の測定などに加え、令和６年からは、尾鷲市が提唱して行いました、「みえ春

ぶり宣言」に協賛して春ぶりののぼりを作成し、尾鷲観光物産協会と連携して飲食

店等に期間中提示したなどの取組を行っております。 

 続きまして、３目漁港管理費、支出済額５０５万５,３７２円で、不用額は２９

万３,６２８円でございます。主な支出、１０節需用費１６０万９,６７２円のうち、

修繕料１３３万２,３２０円は、大曽根浦漁港係船関係修繕など、市が管理する漁

港施設に係る７件分の修繕料でございます。 

 次のページをお願いいたします。 
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 １２節委託料２９４万２,５００円のうち、整備点検業務委託料２３６万５,００

０円は、市が管理する漁港防潮扉の法定点検業務委託料でございます。 

 続いて、４目漁港建設費、支出済額は５,３４９万６,５７２円、不用額は９５万

１,４２８円でございます。 

 １２節委託料３１５万７,０００円は、水産物供給基盤機能保全事業、いわゆる

水産基盤ストックマネジメント事業での九鬼、梶賀漁港機能保全工事に伴う積算業

務委託料でございます。 

 １４節工事請負費、支出済額４,１２８万４,１００円で、内訳は、先ほどの水産

物供給基盤機能保全事業での九鬼漁港機能保全工事で２,６５９万５,８００円と、

梶賀漁港機能保全工事１,４６８万８,３００円でございます。 

 それでは、決算書は、ページを飛んで２３８ページ、２３９ページをお願いいた

します。通知をいたします。 

 １０款災害復旧費、１項農林水産業施設災害復旧費、１目現年発生農林水産業施

設災害復旧費でございます。予算現額２００万円に対し、執行はありませんでした。

これは、当課の施設に関する災害復旧費でございますが、昨年度は、幸い、林道で

の倒木等の処理や漁港での流木処理を行う大きな災害がなかったことによる不執行

でございます。 

 以上で水産農林課に係る決算説明を終わらせていただきます。よろしく御審議賜

り、御承認賜りますよう、お願いいたします。 

○南委員長  ありがとうございます。 

 水産農林課の説明は以上でございます。 

 御質疑のある方、御発言願います。 

○西川委員  主要施策の成果の５９ページ、成果の実績の、これで、ニホンザル

が少ないでしょう。これ、やっぱり猟友会の人らも、熊と一緒で、町なかでも、商

店街じゃ、具合悪いけど、例えば、泉とか北浦とかそういうところで、猟銃という

よりも空気銃、威力の小さいほう、あれで十分対処できるんで、それもちょっと緩

和のほうへ向けてもらったら……。大滝のほうでは、何かドア開けて、猿が冷蔵庫

まで開けていくとかいう話、聞いたことあるもので、そういうやつらをちょっとこ

らしめるのに、空気銃も使用できるようにしてみてはどうなんでしょうか。 

○芝山水産農林課長  一度確認をさせてください。空気銃も市販のタイプの威力

のものであったら、多分……。 

（「無理、無理」と呼ぶ者あり） 



－３８－ 

○芝山水産農林課長  そうですね。なので、もう少しきついものになってくると、

どのような免許とか、あと、その使用エリアというのが、どのように法的に定めら

れているのかというのを少しちょっと確認してからまた対応させていただきたいと

思いますし、相当以前ですけれども、自治会などに、そういう市販のものですけれ

ども、市販の一番強いタイプの空気銃の貸出しなんかも行っていたことがあるよう

に記憶をしておりますので、ある程度そういう対処ができるのであれば、この猿の

被害というのは何とか……。猟友会の方ばかりではなくて、民間の方もできる限り

対応できるような体制を取るのは必要だとは感じております。 

○西川委員  市販のエアガン、ＢＢ弾、あんなのも、いくら改造したって、あい

つら、痛って思うぐらいで、来ますよ。それよりか、群れでおるんやったら、何匹

か、逆に、今の空気銃って、皿型ですよね。昔は、てるてる坊主みたいな格好だっ

たけど。あの皿型のやつだったら流れ弾というのがないから。普通のライフルみた

いに、もう人に当たったとか大変なことになるから、皿型の猟友会の方が所有して

おる鳥打つ鉄砲、ライフル、あれで何頭か射殺したら、賢いで、あいつらも里には

下りてこんようになると思うんですけど、それ、猟友会の方に一度聞いてみてくだ

さい。 

○芝山水産農林課長  また確認をさせていただきます。 

○野田委員  関連して、すみません、ニホンザルの捕獲に関して、グループのハ

ーレムで、わなで一斉に捕獲するというのを聞いたことあるんですけど、この６６

頭の捕獲方法って、どういう感じですか。 

○芝山水産農林課長  今、この６６頭につきましては、ライフルや散弾銃での捕

獲で、尻尾を切り取って市のほうに持っていただいたら、その分の、もちろん写真

撮って書類もつけていただくんですけど、証拠として尻尾を切り取っていただくと

いうことで確認をしている数字になります。 

 今、群れでの一斉捕獲というのも試みてはいるんですけれども、おりは仕掛けて

はあるんですけれども、群全体がそのおりの中に一斉に入るタイミングというのが

なかなかなくて、その辺りは、まだ継続して、餌付けをしながら一斉捕獲ができる

ようなことは継続して取り組んではおります。 

○南委員長  よろしいですか。 

 他にございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○南委員長  ないようですので、決算の認定のほうは終了いたしますけれども、
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特に、ここで、鳥獣保護管理法の改正によりまして熊についての説明をお願いいた

します。 

○芝山水産農林課長  それでは、今年度９月１日から施行されました鳥獣管理法

の改正に伴いまして市町村の役割というのが新たに設けられましたので、その役割

について、資料にて、農林主幹の野田主幹から説明をさせていただきます。 

○南委員長  鍵、かかっておる。ちょっと待って、鍵、資料へ。 

○芝山水産農林課長  そうですか、すみません。議会のほうのフォルダーに入れ

させてもらっておるもんでちょっと、議会の方で処理していただきます。 

○南委員長  ちょっと待ってくださいね。 

 それでは、お願いいたします。 

○野田水産農林課主幹兼係長  それでは、環境省が所管する鳥獣の保護及び管理

並びに狩猟の適正化に関する法律、いわゆる鳥獣保護管理法が一部改正され、９月

１日から施行されました。これについて、ちょっと御説明させていただきます。 

 まず、法改正の背景につきましては、熊が日常生活圏への出没が増えているとい

うことと、人身被害も拡大している。これまでの鳥獣保護管理法では、居住集合地

域や夜間の銃の使用が禁止されていたため、警察官職務執行法、または、刑法の緊

急避難に該当する現に目の前に危険が生じている場合においてのみ銃の使用が認め

られておりましたが、昨今、建物への侵入とかで市街地内にとどまっているなど、

膠着状態にある場合においても、予防的かつ迅速の対応、対処が必要であることか

ら、今回の改正に至ったものになっております。 

 緊急銃猟制度につきましては、人の生活圏に熊が出没した際に、安全確保措置を

十分講じた上で、市町村長の権限でハンターに命じて狩猟を行い、住民等への被害

を防止するものであります。 

 緊急銃猟の実施権限は、市町村長が有し、その責任も負うこととなっております。 

 市長から権限の委任を受けた担当職員が実際の対応に当たります。そして、市か

ら依頼を受けたハンターが、実際に銃器を使用します。 

 また、県や警察は、職員の応援派遣など、市町村長の応援要請の下、緊急銃猟の

実施を支援することとなっております。 

 緊急銃猟の実施までの流れにつきましては、まず、人の日常生活圏に熊が侵入し

たり建物等に侵入した場合、市、県、警察、猟友会等関係機関が熊を排除する方法

の検討を行います。 

 従来の追い払いや箱わなによる熊の排除が困難で、この表にあります四つの条件
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が該当する場合は、緊急銃猟を選択することが可能となります。 

 次のページになります。 

 この緊急銃猟を選択した場合、実施に向けた準備を進めます。 

 実施に向けた具体的な準備につきましては、①から⑧までの準備が全て整った後、

緊急銃猟の実施をハンターに指示することとなっております。 

 緊急銃猟の実施後は、原状回復、安全確保措置の解除、損失確認を行います。 

 以上の手順が緊急銃猟の実施ガイドラインで定められている項目でございます。 

 次に、円滑な緊急銃猟実施に向けてであります。 

 緊急銃猟を法的に、また、円滑に実施するためには、県、警察、猟友会などの関

係機関と緊密に連携する必要があります。８月２６日には、三重県尾鷲農林事務所、

市水産農林課、尾鷲警察、猟友会尾鷲支部が参加した緊急銃猟実施に向けた図上演

習を実施し、各機関の連携について検証いたしました。これら内容を踏まえて、マ

ニュアルや連絡体制などの連携構築を進めております。 

 また、自然動物を相手にするもので、市街地への侵入を事前に予測することは非

常に困難であることから、様々なケースを想定した訓練なども検討していきたいと

思っております。 

 最後に、今年度のツキノワグマの目撃状況でございます。 

 表にありますとおり、今年度４月から９月８日現在までで目撃件数は９件となっ

ております。被害防止区域が２件、緩衝地域が４件、生息保護地域が３件となって

おります。三重県全体では、８月末まで、県全体で４８件の目撃報告がされており

ます。 

 以上で説明を終わります。 

○芝山水産農林課長  先ほど係長が説明しましたとおり、この緊急銃猟制度につ

きましては、あくまでも、その膠着状態になった場合、しかも、その状況で全ての

安全等の確認がされた場合に市町村長が発砲許可を出せるというもので、あくまで

も緊急な場合の対応というものは、これまでどおり、警察官職務執行法であったり

とか刑法上のその緊急避難に該当する、そういうケースを判断して、それぞれ警察

官、もしくは、ハンターが発砲するということになるかと思います。ですので、こ

ういう状況になるということは、建物の中に熊が籠もってしばらく出てこない、そ

の間に、先ほどの説明の２にありました１から８までの措置が講じられた場合に、

この場合は、市と県と警察が十分協議をした上で市町村長が発砲の許可を出すとい

う手続になると思います。 
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 いずれにいたしましても、こういう事例がないことを願いますが、万が一のとき

に備えた訓練や打合せ、コミュニケーションは、しっかり取っていきたいというふ

うに考えております。 

 以上です。 

○南委員長  ただいまの制度の改正について御質疑のある方、御発言をお願いい

たします。 

○西川委員  これ、対応が遅うないですか、こんな手続やっておったら。もしけ

が人が出た場合に、それを手順踏んで市町村長の許可まで待つんではなく、緊急避

難的に即射殺って、できんのですか、これ。 

○芝山水産農林課長  その場合は、これまでも、現時点もそうなんですけれども、

その警察官職務執行法による発砲の判断ということになりますので、市町村長とい

う許可ではなくて、警察官の中心に、警察官の判断による発砲命令となります。 

○西川委員  警察官の持っておるニューナンブじゃ、熊に効かんでしょう。 

○芝山水産農林課長  そうですね、発砲命令は警察官が出して、そのときに参集

している猟友会のそういうライフルなどに警察官が発砲指示を出せるという体制に

なります。 

 現在、尾鷲の猟友会のほうに、こういう緊急的な体制になったときに、実際、ラ

イフルを持って現場に出ていただける方というのも猟友会を通して確認をしており

まして、今、９名ほどの方が自分の都合が合えば協力するというふうに言っていた

だいておりますので、こういう９名の方とのコミュニケーションもしっかり取りな

がら進めていくという状況です。 

○南委員長  西川委員、よろしいですか。 

○野田委員  すみません、また関連して、地域住民の避難って、どの範囲で行わ

れるんですか。 

○芝山水産農林課長   これは、本当にその熊が出た場所に、全てによってケー

ス・バイ・ケースになってくるかとは思いますが、例えば、訓練を行ったのは、先

日、県で訓練を行いましたが、そこは、尾鷲高校の体育館に閉じ籠もったという想

定で行いました。 

 そのときは、高校の前の道を閉鎖して、グラウンドの横の上のほうにある泉の坂

を閉鎖して、あとは、主婦の店のほうのお客さんからの流れを閉鎖して、そのため

に、市の職員や県の職員が、それの人の流れを止めるガードをして、そのガードが

全て整ったというのが体育館側に伝わって、それで発砲許可を出すというような形
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で、場所によって、どこの道をどのような形で閉鎖するかというのはケース・バ

イ・ケースになりますが、相当の人数は必要になってくるかと思います。 

○野田委員  その範囲を決定するのは、どなたが権限を持っているんでしょうか。 

○芝山水産農林課長  これは、県と市と警察の現場の本部で協議をすることにな

ります。 

○南委員長  他にございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○南委員長  じゃ、ないようですので、水産農林課の審査を終了いたします。あ

りがとうございました。 

 次に、商工観光課、お願いします。 

 それでは、商工観光課の審査に入りたいと思います。 

 先般、「三重のおまつり大集合」、御苦労さんでございました。 

 それでは、早速ですが、議案第５９号の一般会計歳入歳出決算の認定の説明をお

願いいたします。 

○濵田商工観光課長  商工観光課です。よろしくお願いします。ちょっと若干声

が枯れていますので、聞き取りづらいかも分かりませんが、御了承ください。 

 それでは、議案第５９号「令和６年度尾鷲市一般会計歳入歳出決算の認定につい

て」のうち、商工観光課に関する決算状況につきまして、決算書を基に、併せて、

主要施策の成果及び実績報告書により説明させていただきます。 

 それでは、決算書の１８０、１８１ページを御覧ください。通知いたします。 

 ５款農林水産業費、４項水産業費、５目海洋深層水事業費です。予算現額１,５

７１万２,０００円に対し、支出済額は１,４６４万８,０７４円で、不用額は１０

６万３,９２６円となっております。この経費は、尾鷲市海洋深層水総合交流施

設・分水施設アクアステーションに係る経費であります。 

 支出済額の主なものといたしましては、次のページ、１８２、１８３ページを御

覧ください。 

 １０節需用費で、支出済額６２９万１,２０７円であり、維持管理等に係る消耗

品として１４１万４,６４０円、光熱水費として４０７万９,１０７円で、その内訳

として、電気代３９１万６,３２９円、水道代１６万２,７７８円であります。不用

額５４万５,７９３円につきましては、光熱水費等が当初の見込みを下回ったこと

によるものであります。 

 １２節委託料で、支出済額６７３万７,０８０円であり、主なものといたしまし
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ては、取水した海洋深層水に係る水質検査委託料１７６万円、海洋深層水分水に係

る海洋深層水施設機器保守点検業務委託料４４３万３,０００円であります。 

 それでは、海洋深層水事業の具体的な内容につきまして、主要施策の成果及び実

績報告書により、担当係長より説明いたさせます。 

○川上商工観光課係長  それでは、主要施策の成果及び実績報告書の７５ページ

を御覧ください。通知いたします。 

 海洋深層水事業は、海洋深層水の３大特性を活用し、水産業の振興を進めるとと

もに、その他利用の事業者等の開拓を行い、地域経済の活性化を図ることを目的と

しております。 

 令和６年度の主な事業内容でございますが、利活用促進といたしまして、毎月、

アクアステーションにおいて深層水を活用したイベントを行い、深層水の知名度、

集客数、収益を増加させるとともに、市内外からたくさんの皆さんに御来場いただ

き利用者の増加につなげるとともに、メディアに取り上げていただく機会が増え、

認知度を上げることができました。 

 さらに、情報発信を積極的に行い、ホームページやＳＮＳでイベントの周知、ラ

イブ配信だけではなく、深層水利用に関する情報や商品、事業者の紹介も行いまし

た。 

 また、６年度は、尾鷲観光物産協会の事業となるのですが、市制７０周年記念の

特別ラベルをデザインした深層水を利用した飲料水、ビール、日本酒の販売や、深

層水を利用したメニューや商品が楽しめるスタンプラリー、尾鷲海洋深層水フード

ラリーが実施されました。これらの事業を展開しながら、令和６年度の深層水使用

料については、令和５年度比、１４７％に増加しました。 

 取水施設であるアクアステーションに関しましては、修繕など、適正な運営管理

を行い、安定して海洋深層水を分水することができました。 

 全体事業費といたしましては１,４６４万８,０００円、財源内訳は、その他特定

財源４４１万４,０００円、一般財源１,０２３万４,０００円で、その他特定財源

は、深層水の使用料４１０万３,０００円などとなっております。 

 説明は以上です。 

○濵田商工観光課長  それでは、決算書１８２、１８３ページへお戻りください。

通知いたします。 

 ６款商工費、１項商工費、１目商工総務費につきましては、全て人件費でござい

ますので、説明を割愛させていただきます。 
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 次のページ、１８４、１８５ページを御覧ください。 

 ２目商工振興費です。予算現額１,３５８万３,０００円に対し、支出済額は１,

０８２万５,３９１円で、不用額は２７５万７,６０９円となっております。支出済

額の主なものといたしましては、１８節負担金、補助及び交付金で、支出済額１,

０１０万８,９５４円となっております。主なものといたしましては、尾鷲市地域

経済活性化協議会に対する負担金２９９万３,０００円など、各種関係団体への負

担金及びＤＸ推進支援補助金２００万円、尾鷲商工会議所及び中小企業相談補助金

３６０万円、尾鷲イタダキ市補助金など、各種事業補助金であります。 

 なお、不用額２７５万７,６０９円につきましては、地域おこし協力隊員が年度

内採用に至らなかったことによる報償費及び活動費補助金の不執行などによるもの

であります。 

 ２目商工振興費には、商工振興費と産業開発促進事業の２事業が含まれておりま

すので、具体的な内容につきましては、主要施策の成果及び実績報告書により、担

当係長より説明いたさせます。 

○川上商工観光課係長  では、主要施策の成果及び実績報告書の７６ページを御

覧ください。通知いたします。 

 商工振興事業につきましては、尾鷲商工会議所などと連携し、企業経営の強化支

援や経営支援などを行い、地域経済の活性化を図ることを目的としております。 

 事業としては、保証料補給金、利子補給金の交付やセーフティーネットの認証作

業を進めるなど、地域企業の安定的な経営への支援を実施しました。 

 また、市内の企業の魅力をアピールし、将来的な地元就職へつなげていく取組と

して、尾鷲高校での地元企業合同説明会の実施や、町なかへのにぎわい創出を図る

まちなかビアガーデンを開催しました。 

 事業成果といたしましては、補助金の交付やセーフティーネットの認定作業によ

り、事業者の経営安定や企業経営支援を実施することができました。 

 また、尾鷲高校での地元企業合同説明会やまちなかビアガーデンについては好評

をいただいており、令和７年度の実施にもつながっております。 

 全体事業費といたしましては５３４万２,０００円、財源内訳は、国庫支出金２

５万円、その他特定財源３６１万４,０００円、一般財源１４７万８,０００円であ

ります。国庫支出金は、デジタル田園都市国家構想交付金、その他特定財源は、あ

すなろ工房使用料、三重県市町村振興協会市町交付金であります。 

 次に、産業開発促進事業を説明します。 
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 次のページの７７ページを御覧ください。 

 産業開発促進事業は、市内事業者の皆さんや関係団体と連携して、市内事業者の

販路開拓を支援することで業界の発展や地域産品の情報発信に努めるとともに、消

費者へのＰＲやマーケティング調査を実施し、地域経済の活性化を図ることを目的

に事業を推進しております。 

 令和４年度に発足した、本市、尾鷲商工会議所、紀北信用金庫、尾鷲公共職業安

定所、株式会社三重ＴＬＯの産・官・学・金・労で組織する尾鷲市地域経済活性化

協議会により、地域事業者伴走型支援事業や市内企業情報の市内外へのプロモーシ

ョン、動画、ウェブ広告による情報発信を行い、スーパーマーケットトレードショ

ーなど、全国規模の商談イベントに出展することで県外への販路開拓を行うなど、

販路拡大に向けた事業を進めてまいりました。また、市内事業者が行うＥＣサイト

の立ち上げなど、事業者のＤＸに必要な経費に対して補助金による支援を行いまし

た。 

 全体事業費といたしましては５４８万４,０００円、財源内訳は、国庫支出金２

３９万円、その他特定財源１３２万５,０００円、一般財源１７６万９,０００円で、

国庫支出金は、デジタル田園都市国家構想交付金、その他特定財源は、三重県市町

村振興協会市町交付金であります。 

 説明は以上です。 

○濵田商工観光課長  決算書の１８６、１８７ページにお戻りください。通知い

たします。 

 次に、３目観光費です。予算現額７,９３１万６,０００円に対し、支出済額は６,

７２６万９,００６円で、不用額は１,２０４万６,９９４円です。支出済額の主な

ものといたしましては、７節報償費は、支出済額１１６万５,０００円で、昨年１

１月１日から採用いたしましたインバウンド対応の地域おこし協力隊員に係る報償

費であります。 

 １０節需用費で、支出済額１,０２４万６,３１２円であり、主に、観光トイレな

どの光熱水費１８３万１,２７６円、夢古道の湯関連修繕や観光トイレの修繕料な

ど７２８万９,７００円であります。 

 １１節役務費は、支出済額６０４万４３４円で、主に、観光トイレの浄化槽保守

点検等手数料３４２万７,１６０円、熊野古道路面標示シート取付手数料７８万１,

０００円、玄工山草刈手数料４７万８,５００円であります。 

 １２節委託料は、支出済額１,５０８万２,８３０円で、主に、おわせ海・山ツー
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デーウォーク開催に係るウオーキング大会運営委託料２００万円、熊野古道世界遺

産登録２０周年記念事業委託料６９万６,４００円。 

 次のページ、１８８、１８９ページを御覧ください。 

 観光トイレ管理業務委託料１１６万５,１２０円、夢古道おわせ指定管理料９２

８万６,０００円であります。 

 なお、前のページ、１８７ページ、不用額４４４万１７０円につきましては、三

木里海水浴場不開設による管理運営委託料４４１万７,０００円の不執行によるも

のであります。 

 １４節工事請負費は、支出済額６１４万９,０００円で、企業版ふるさと納税を

活用した夢古道の湯に係るＬＥＤ灯具改修工事５２６万９,０００円と、ウッドデ

ッキ取付工事８８万円であります。 

 なお、不用額６６万円は、入札差金によるものであります。 

 １７節備品購入費は、支出済額２９９万２,１１０円で、企業版ふるさと納税を

活用した夢古道の湯に係る券売機購入費１９０万２,４５０円、浴室シャワー水栓

購入費５６万３,２００円、デジタルサイネージ購入費２８万６,０００円などであ

ります。 

 なお、不用額７３万８,８９０円につきましては、入札差金によるものでありま

す。 

 １８節負担金、補助及び交付金は、支出済額２,５３９万４,１２０円で、主なも

のは、東紀州地域振興公社負担金２６３万円、尾鷲観光物産協会補助金１,３１１

万６,５０９円。 

 次のページ、１９０、１９１ページを御覧ください。 

 尾鷲節コンクール補助金３１０万円、おわせ港まつり補助金２５０万円、昨年１

１月１日から採用いたしました、インバウンド対応の地域おこし協力隊員に係る地

域おこし協力隊活動費補助金８３万３,０００円であります。 

 なお、前のページ、１８９ページの不用額１７５万８０円につきましては、主に、

地域おこし協力隊員の採用が当初の予定より遅延したことなどによるものでありま

す。 

 ３目観光費には、観光振興事業、熊野古道活用事業及び観光施設管理整備事業の

３事業が含まれておりますので、具体的な内容につきましては、主要施策の成果及

び実績報告書により、担当係長より説明いたさせます。 

○川崎商工観光課係長  通知いたします。主要施策の成果及び実績報告書７８ペ
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ージを御覧ください。 

 それでは、観光費に係る観光振興事業、熊野古道活用事業、観光施設管理整備事

業の三つにつきまして、主要施策の成果及び実績報告書により説明させていただき

ます。 

 観光振興事業につきましては、地域資源を活用しながら、観光施設や町なかでの

交流人口の増加と地域経済の活性化を図ることを目的に、関係団体と連携して事業

を推進しております。 

 事業内容といたしましては、１１月から着任し活動しているインバウンド観光対

応の地域おこし協力隊への報償費のほか、三重県観光連盟など、関係団体へ負担金

を支出するとともに、尾鷲観光物産協会などの団体や尾鷲磯釣大会などのイベント

へ補助金を交付しております。 

 事業成果といたしましては、地域おこし協力隊につきましては、１１月の着任以

来、市内のインバウンド観光に対する状況把握や課題の抽出に努め、関係者との情

報共有を密にしながら、ミッション達成に向け取り組みました。 

 また、市制施行７０周年記念事業として増強を図った各種イベントの開催により、

大きな成果を収めることができました。 

 まず、おわせ港まつりにつきましては、尾鷲節パレードを復活させるなどの取組

により、来場者は６万人に上りました。 

 また、尾鷲節コンクールにつきましては、前夜祭として「民謡の夕べ」を同時開

催し、参加者は１１３人、観客は３,５００人の御来場をいただきました。 

 事業費は２,７１７万５,０００円でございます。 

 財源内訳は、国庫支出金１００万円、県支出金５０万円、その他特定財源５７２

万７,０００円、一般財源１,９９４万８,０００円でございます。 

 次に、熊野古道活用事業について説明いたします。 

 次のページ、７９ページを御覧ください。 

 熊野古道活用事業につきましては、世界遺産熊野古道に関わる資源を活用し、ウ

オーキング大会の開催や尾鷲ふるさとガイドの活動支援などを行い、古道客の町な

かでの滞留による交流人口の増加と、それに伴う地域経済の活性化を図ることを目

的としております。 

 事業内容といたしましては、熊野古道路面標示シートの取付けを行い、世界遺産

登録２０周年を記念したシンポジウムとして、記念講話や体験型見学会を実施いた

しました。 
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 また、未来の自分、未来の尾鷲に対する子供たちの願いを書いたスカイランタン

事業を実施し、さらに、例年開催をしているおわせ海・山ツーデーウォークの開催

や、熊野古道客をはじめとする来訪者への観光案内を行う尾鷲ふるさとガイドの活

動支援でございます。 

 事業成果といたしましては、７月には、市内児童が制作したスカイランタン１０

０基を夜空に浮かべ、２,０００名が来場する記念事業を実施し、１０月には、五

條良知猊下を講師に招いた記念講話、体験イベントに４００人が参加するなど、熊

野古道の魅力や保全の大切さを再認識する機会となりました。 

 続いて、尾鷲市制施行７０周年及び熊野古道世界遺産登録２０周年の記念大会と

して、世界遺産である熊野古道の全てをコースに盛り込み、１１月１６日と１７日

におわせ海・山ツーデーウォークを、また、前日の１５日には、せっかくウォーク

を開催いたしました。北海道から沖縄まで、全国３０都道府県から御参加をいただ

き、３日間で延べ５３５名に御参加いただきました。尾鷲ふるさとガイドの会によ

る土日祝日のガイドで、古道客や来訪者の滞在時間の拡大や満足度の向上を図りま

した。また、おわせ港まつりでの観光案内やおわせ海・山ツーデーウォークでの定

点ガイドも実施いたしました。 

 事業費は４４０万円でございます。 

 財源内訳は、県支出金、その他特定財源として、ふるさと応援基金繰入金となっ

ております。 

 続きまして、観光施設管理整備事業について御説明いたします。 

 次のページ、８０ページを御覧ください。 

 観光施設管理整備事業につきましては、来訪者に憩いの場を提供するため、観光

受入れ施設の充実を図ることで、観光施設や町なかでの滞留による交流人口の増加

と地域経済の活性化を図ることを目的としております。 

 事業内容といたしましては、夢古道おわせにつきましては、令和７年度からの指

定管理者の更新に向けて制度の見直しを行うとともに、来場者の増加や交付金の適

正管理、人件費やコスト削減を目的として、ＬＥＤ照明灯具の取替工事、ウッドデ

ッキ工事、デジタルサイネージ、浴室シャワー水栓、券売機などの整備を行いまし

た。また、観光トイレ及び公園等の観光施設について適切な維持管理を行い、来訪

者の癒やしと休息の場として、受入れ環境の充実と維持に努めました。 

 夢古道の湯の入浴者数につきましては、６万２,６２０人となっております。 

 事業費は、３,５６９万４,０００円でございます。 
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 財源内訳は、県支出金として、近畿自然歩道維持管理委託金７９万７,０００円

と県単漁港環境整備事業委託金２０万円、みえ森と緑の県民税市町交付金４０万７,

０００円、その他特定財源として、まちかどＨＯＴセンター電気使用料２３万９,

０００円等で、一般財源１,６９４万６,０００円でございます。 

 説明は以上でございます。 

○濵田商工観光課長  以上が商工観光に係る議案第５９号「令和６年度尾鷲市一

般会計歳入歳出決算の認定について」につきましての説明とさせていただきます。

よろしく御審議いただき、御承認賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

○南委員長  ありがとうございました。 

 ただいまの説明に御質疑等ある方は御発言をお願いいたします。 

○西川委員  ７５ページ、主要施策の成果ってありますよね。海洋深層水、これ、

前回だったんやけど、イベントで盛り上げているって言ったときに私が聞いたら、

イベントをやれば、どれぐらい赤字が解消するのかという問いに合わせて、やれば

やるほど赤字ですという答えが返ってきたと思うんですけど、まだやっておるんで

すか、これ、イベントとか。 

○濵田商工観光課長  イベントにつきましては、令和６年度については、毎月イ

ベントを開催させていただいていたと。今年については、毎月というよりは、むし

ろ、夏休みであるとか、まとまった休みの期間に、いろんな方がそのアクアステー

ションの施設を使って勉強していただいたり何かしていただくような形で、今、イ

ベントの在り方そのものを変えております。 

○西川委員  いやいや、前回の決算のときに聞いたと思うんやけど、そのときに、

やればやるほど赤字ですって言っておったのを覚えておるんですけどね。イベント

して、絶対、幾ら残るんですかって言ったら、イベントをやればやるほど赤字です

って。今、辞めた議員の方で、よそから来る人が喜ぶんですとかいう人もおったけ

ど、そこ、ちょっと記憶にあるもので、まだ、これ、やっておるのかなと思って、

ちょっと。 

 赤字でしょう、ここ、１,５００万からの。 

○濵田商工観光課長  １,５００万程度かかって、歳入が４００万で約１,０００

万程度の赤字というか、一般財源の持ち出しということにはなっています。 

 イベントそのもので赤字という、ちょっと申し訳ないですけど、そのとき、どう

いう表現をしたか、私、覚えていないんですけど、イベントとして赤かというと、

赤ではない。人件費そのものはかかりますけど、職員人件費はかかっていると思い
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ますけど、それ以外は、それほどの経費は、かかっていないような気がします。 

○西川委員  いや、僕の記憶やと、やればやるほどあれって言うて、その議員さ

んと言い合いになったこと、あるんですけどね。土地の方が来たら喜んでくれるん

ですとかいう方が見えたもので、じゃ、それで幾ら、どの程度、採算が取れるんや

って言ったら、やればやるほど赤字ですっていうて答えていましたけどね。 

○濵田商工観光課長  申し訳ないですけど、前回の決算のときのやり取りのくだ

りが思い出せないので何とも回答はできないんですけど、イベントをやって赤字に

なるということはないかなというふうには思うんですけど、より皆さんへの周知に

はつながると思います。かかる経費としては、イベントに係る職員人件費と、それ

にかかるもし何か消耗品等があればそういうものかなと思いますので、基本、参加

していただいている皆さんも自腹で参加していただいている、自前で参加いただい

ていますので、何かお金を払ってということもほとんどございませんし、それほど

大きな赤字につながっていることは、ないんじゃないかなとは、私が、今、認識し

ていますけれども。 

○西川委員  いや、だから、前回の聞いたときの話を言っておるんですよ、僕は。

そのときは……。 

 そのとき、課長やった。 

○濵田商工観光課長  去年の決算のときのあれも、私は、ここにおりましたね。 

○西川委員  じゃ、記憶が悪いんですね。 

○濵田商工観光課長  そうですね、すみません。 

○南委員長  よろしいですか。 

○野田委員  実績報告書の７８ページの観光ＤＭＯ事業分、これ、東紀州地域振

興公社へ、予算書の１８９ページを見ても、４００万近く、あとは、人も含めて結

構なお金を支出していると思うんですけれども、それに対して、成果とか何かそう

いった報告とか、ありますか。 

○濵田商工観光課長  東紀州地域振興公社、観光ＤＭＯ負担金につきましては、

確かに、かなりの額を支出しております。これについては、政策調整課から職員２

名の人件費も発生しておりますので、相当なものが出ているかなというふうに思っ

ております。 

 現状、やっぱり５市町連携でしておりますので、今、もう、これが成果ですって

ばしっと言うわけではないんですけど、取組としては、世界遺産熊野古道を生かし

た観光地づくりのそういう講演会を実施したり、語り部の育成をしたりとか、あと、
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地域資源を生かしたような魅力的な観光地づくりはどうしたらいいのかというよう

なことで、そういうオンラインセミナーをしたり、サイクリングツーリズム……。

サイクルツーリズムというのが最近はやっていますので、そういう事業の推進、ま

た、観光商品の磨き上げ、要は、高付加価値化ですよね、インバウンドに対応した

高付加価値化したりとか、当然、受入れ環境による観光地づくり、ガイド養成等、

また、マーケティングの戦略であったり効果的なプロモーションの広域連携という

ようなこと、加えてインバウンドの取組を包括的にやっているというのが実際のと

ころなんですけれども、それが、実際、５市町で負担金を出す中で、まだまだ見え

る化ができていないというのは我々の反省事項でもありますので、今後、こういう

のをきちんと成果として見える化できるように我々もちょっと報告はさせていただ

きたいなと思います。 

○野田委員  よろしくお願いします。 

 あと、八鬼山の登山口の入り口の登り口が、なかなか分かりづらいという御意見

をたくさんいただきます。一般質問でも質問させていただきましたが、来年度の予

算で、そういった看板ですとか、そういった設置に関する予算を取るような予定と

か、ありますか。 

○濵田商工観光課長  当初予算につきましてはこれからになっておりますので、

御意見も踏まえて、今後、予算化に向けて検討させていただきたいと思います。 

○南委員長  よろしいですか。 

 他にございませんか。 

○佐々木委員  要望もあるんですけれども、全体を通してずっと思っていること

なんですが、商工振興費が、すごいいつも商工に関する振興費って、割と少ないん

ですけど、実施額も含めて、やはり、今、観光やそういうところに力を入れている

と思うんですけれども、市内の経済を活性化するために商工振興費をもう少し力を

入れていただくように要望したいんですけれども、その辺、どうでしょうか。 

○濵田商工観光課長  先日、商工会議所の商工水産部会さんと、やっぱり尾鷲市

の商工振興の取組について、課長、話してほしいというお話がありまして、私もち

ょっと資料を作って御説明をさせていただきました。実際、これは難しい話なんで

すけど、中小企業の方に対する、例えば、利子補給であったり、ＤＸ補助であった

り、そういう細かい部分での支援というのはたくさんやっているのは事実なんです

けど、やっぱり大きく支援ができていないというのがあって、具体的に、我々も、

じゃ、尾鷲の商工振興するためにどういうものがいいですかという問いかけもさせ



－５２－ 

ていただいたんですけど、なかなか難しいですよねという御意見になるんですね。

今回、商品券というのが一つ起爆剤というのはあるんかも分からんですけど、なか

なか、今、我々も、事業承継の取組を始めたりいろんな取組はしているものの、予

算として、じゃ、どうやって、何をつけたらいいかという部分が、なかなか見いだ

せないというのが正直なところです。 

○佐々木委員  何をやったらええかって言っている間に町はどんどん衰退してい

くので、その辺も含めて、今後、検討していただきたいのと、やはり、７０周年の

ときに拙速にいろいろいろんなイベントをやったんですけれども、経済対策につい

ても何もやらなかったということ、ここにもないんですけれども、７０周年のとき

に、言うたら商品券事業もやらなくて、今になって終わってからやるという……。

去年やったほうがよかったんじゃないのかという意見もあったんで、やはり継続し

て、町の経済を活性化するために、もう少し商業のほうにも力を入れていただきた

いと思います。 

○濵田商工観光課長  その部分については、しっかり商工観光課としても検討さ

せていただきたいと思います。 

○南委員長  他にございませんか。 

○小川議長  すみません、１点だけ。実績報告書の７６ページ、ここ１０年で尾

鷲市の事業者、もう３００件以上が減っている中で、この事業支援というのも大変

大切でありがたいことだと思うんですけど、小規模事業者に対して、この保証料補

給金及び利子補給金、これ、上限は、どんなものなんですか。 

○濵田商工観光課長  中小企業融資信用保証料補給金の上限につきましては、５

０万円が上限となっております。小規模の事業者の振興資金利子補給金につきまし

ては、特に上限等はございません。 

○小川議長  上限ないと言うけれども、もう、借入れ、たくさんしたとき、それ

で何％かつけて、少ない借入れの方と差がつくと思うんですけど。 

○濵田商工観光課長  すみません、説明不足です。設備資金については、年０.

５％、運転資金については、年０.２５までというふうな上限はあります。 

○小川議長  それ、借入れ金額に対してですか。 

○濵田商工観光課長  小規模の振興利子につきましては、日本政策金融公庫が行

う小規模事業者経営改善資金貸付及び生活衛生関係営業経営改善資金特別貸付によ

る設備より運転資金に限るというふうになっております。 

○小川議長  いやいや、その金額に、大きくから借りたら、結構な金額になるや
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ないですか。それを聞いているわけで。 

○濵田商工観光課長  あくまで利子補給金ですので、額的にはそれほど大きくな

らないかな。当然、それぞれの借入れのところの条件があると思いますので、今、

実績報告を見ても、数万円程度になっているのが現状です。 

○南委員長  よろしいですか。じゃ、ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○南委員長  ないようですので、商工観光課の審査を終了いたします。 

 ここで１０分間休憩します。 

（休憩 午後 ２時１３分） 

 

（再開 午後 ２時２２分） 

○南委員長  休憩前に引き続き委員会を開きます。 

 次に、建設課、議案第５９号、決算の認定の所管の説明をお願いいたします。 

○塩津建設課長  建設課でございます。よろしくお願いいたします。 

 それでは、議案第５９号「令和６年度尾鷲市一般会計歳入歳出決算の認定につい

て」のうち、建設課に係る歳出決算について説明いたします。通知をいたします。 

 決算書の１６２、１６３ページを御覧ください。 

 ４款衛生費、４項下水道費、１目下水道整備費で、支出済額１,５９２万５,５０

０円、不用額１４２万４,５００円です。内訳は、１０節需用費の支出済額が９５

万７,０００円です。内容は、市内下水路の修繕料１１件分でございます。 

 １１節役務費の支出済額が９８万１,２００円です。内容は、市内下水路の清掃

に係る手数料５件分でございます。 

 次の１６４、１６５ページを御覧ください。 

 続きまして、１４節工事請負費の支出済額が１,１８１万７,３００円です。内容

は、朝日町地内下水管改良工事でございます。 

 通知をいたします。決算書の１９０、１９１ページを御覧ください。 

 ７款土木費、１項土木管理費、１目土木総務費で、支出済額３,８７９万９,８２

７円、不用額１１５万９,１７３円です。主な内訳は、１２節委託料で、支出済額

６１６万円です。内容は、地籍調査業務委託料で、事業の調査につきましては、後

ほど説明させていただきます。 

 次の１９２、１９３ページを御覧ください。 

 １８節負担金、補助及び交付金の支出済額１３０万８,０００円です。主な内容
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は、紀勢自動車道建設促進三重県期成同盟会会費２８万円、三重県社会基盤整備協

会会費７９万５,０００円で、その他、各協会、協議会、同盟会への会費及び負担

金でございます。 

 それでは、地籍調査業務委託料の詳細につきまして、担当主幹より説明させてい

ただきます。 

○福山建設課主幹兼係長  それでは、通知をいたします。主要施策の成果及び実

績報告書の８１ページを御覧ください。 

 事業名は、地籍調査事業でございます。 

 事業の目的は、公図混乱地区等において事業を実施し、境界のトラブル防止、土

地取引の円滑化などを図るものです。 

 事業の内容は、主なものといたしまして、地籍調査業務委託料６１６万円で、事

業の成果は、港町、中井町、栄町地区において、調査図素図や地籍調査票等の作成

を実施したものでございます。 

 財源内訳は、県支出金の地籍調査補助金４６８万円、一般財源１５９万４,００

０円で、補助率は７５％です。 

 地籍調査事業の説明は以上でございます。 

○塩津建設課長  それでは、通知をさせていただきます。決算書の１９２、１９

３ページにお戻りください。 

 ２項道路橋梁費、１目道路橋梁総務費で、支出済額２,５６２万６,２１９円、不

用額７２万９,７８１円です。主な内訳は、１２節委託料の支出済額が７８５万４,

０００円です。内容は、道路台帳更新業務委託料でございます。 

 次の１９４、１９５ページを御覧ください。 

 １３節使用料及び賃借料の支出済額が２２万３,３７７円です。これは、国道４

２号地下道の防犯カメラ回線使用料でございます。 

 続きまして、２目道路維持費で、支出済額８,９７３万８,９７９円、繰越明許費

８６６万５,０００円、不用額１００万６,０２１円です。内訳は、１０節需用費の

支出済額が９６７万１,４９９円です。主な内容は、修繕料９４８万４,２００円で、

これは、市内各所の道路修繕６２件分でございます。 

 １１節役務費の支出済額が１,１３９万４,１００円です。内容は、道路除草作業

手数料１０４件分でございます。 

 １２節委託料の支出済額が２,３０５万３,０８０円、不用額４８万９２０円で、

不用額については、入札差金によるものでございます。内容は、橋梁・トンネル点
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検業務委託料５１４万８,０００円及び跨線橋補修工事に伴う足場仮設・撤去業務

委託料１,０６５万６,０８０円、設計等業務委託料７２４万９,０００円でござい

ます。 

 １４節工事請負費の支出済額が４,５６２万３００円で、繰越明許費８６６万５,

０００円、不用額５１万７００円で、不用額については、入札差金によるものでご

ざいます。内容は、市内各所の舗装工事及び橋梁２橋の長寿命化修繕工事でござい

ます。 

 繰越明許費につきましては、適正工期が確保できない橋梁修繕事業について、補

助金を有効活用するため、事業費を繰り越すことで事業効果の早期発現を図ること

としたものでございます。 

 道路維持事業の詳細につきまして、担当主幹から説明させていただきます。 

○戸澤建設課主幹兼係長  それでは、説明させていただきます。 

 主要施策の成果及び実績報告書の８２ページを御覧ください。 

 事業名、道路維持事業、事業の目的は、老朽化している道路の維持管理を行い、

地域の道路網の安全性、信頼性を確保することを目的とするものです。 

 事業成果は、老朽化している道路橋やトンネルの維持管理を行うとともに、道路

の修繕や清掃、除草作業を行うことで、地域の道路網の安全性、信頼性の向上を図

りました。 

 事業費は、８,０７８万８,０００円です。 

 財源内訳は、国庫支出金２,８４０万６,０００円で、そのうち、２,６８３万２,

０００円は、道路メンテナンス事業補助金で、補助率は５９.４％です。１５７万

４,０００円は、防災・安全交付金で、補助率５４％です。 

 その他特定財源が３,５０８万６,０００円で、一般財源が１,７２９万６,０００

円です。 

 説明は以上でございます。 

○塩津建設課長  それでは、通知をいたします。決算書の１９４、１９５ページ

にお戻りください。 

 ３目道路新設改良費で、支出済額５,３６５万８５０円、不用額３４万９,１５０

円です。主な内訳は、１０節需用費の支出済額が１,６０１万１,０５０円です。内

容は、道路及び側溝等の修繕料９６件分でございます。 

 １４節工事請負費の支出済額が３,７６３万９,８００円、不用額３４万２００円

で、内容は、市内各所の道路改良工事７件分でございます。 
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 市道改良事業の詳細につきまして、担当主幹から説明いたします。 

○戸澤建設課主幹兼係長  それでは、説明させていただきます。 

 主要施策の成果及び実績報告書の８３ページを御覧ください。 

 事業名、市道改良事業、事業の目的は、建設課が管理する道路施設について、道

路パトロールや住民からの要望に基づき、市道の機能改善及び改良工事を適切に推

進し、安全安心な市民の利用を図るものです。 

 事業成果は、市道での車両等による走行性や側溝整備による道路排水機能の改善

を進めることで、道路の安全性、信頼性の向上を図りました。 

 事業費は５,３６５万１,０００円で、財源内訳は、その他特定財源３,８６０万

円、一般財源１,５０５万１,０００円となっております。 

 以上でございます。 

○塩津建設課長  通知いたします。決算書１９４、１９５ページにお戻りくださ

い。 

 続きまして、河川費でございます。 

 ３項河川費、１目河川総務費で、支出済額９０２万８,１３６円、不用額１,８６

４円です。主な内訳は、１０節需用費の支出済額が３９８万４,２００円です。内

容は、河川及び護岸の修繕料１８件分でございます。 

 １１節役務費の支出済額が２９７万２,３３６円です。内容は、河川除草作業等

手数料１４件分でございます。 

 １４節工事請負費の支出済額が２０４万１,６００円です。内容は、倉ノ谷川改

修工事でございます。 

 続きまして、２目砂防費で、支出済額２,０６８万７,５００円、繰越明許費１,

７５７万８,０００円です。内訳は、１８節負担金、補助及び交付金で、これは、

県が実施する急傾斜地崩壊対策事業の地元負担金でございます。内容は、宮ノ上地

区、坂場４地区、九鬼５地区の急傾斜崩壊対策事業の地元負担金で、繰越明許費は、

県の事業進捗によるものでございます。 

 次の１９６、１９７ページを御覧ください。 

 続きまして、港湾費でございます。 

 ４項港湾費、１目港湾管理費で、支出済額１,３６５万５,３５９円、不用額８７

万９,６４１円です。主な内訳は、１０節需用費の支出済額が２１０万９,０７９円

です。主な内容は、光熱水費１７３万６,９０４円で、これは、建設課で管理して

います港湾トイレ７か所の電気代及び水道代でございます。 
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 １１節役務費の支出済額が３２２万２,０００円です。主な内容は、港湾トイレ

の浄化槽保守点検等手数料３１６万８,０００円です。 

 １２節委託料の支出済額が７７０万２,２００円です。主な内容は、三木里海

岸・名柄海岸施設清掃業務委託料２３１万３,３００円と尾鷲市海岸清掃業務委託

料２６０万４００円です。 

 続きまして、都市計画費でございます。 

 ５項都市計画費、１目都市計画総務費で、支出済額１,９７０万９,４９９円、不

用額９０万６,５０１円です。 

 次の１９８、１９９ページを御覧ください。 

 主な内訳は、１２節委託料で、支出済額が３９５万５,６７６円です。内容は、

尾鷲南パーキングの清掃維持管理業務委託料でございます。 

 続きまして、２目街路事業費で、支出済額４,４３６万１,７２３円、不用額５３

万５,２７７円です。内訳は、１０節需用費の支出済額が４０３万２,４０１円です。

主な内容は、修繕料３９８万２,５００円で、これは、都市計画道路の修繕２９件

分でございます。 

 １１節役務費の支出済額が９９万１,３８６円です。内容は、都市計画道路の草

刈等手数料９件分でございます。 

 １４節工事請負費の支出済額が１,３０２万５,１００円です。内容は、尾鷲港新

田線舗装改良工事です。 

 １８節負担金、補助及び交付金の支出済額が２,１６６万４,６６６円です。内容

は、県が実施する尾鷲港新田線整備事業の地元負担金でございます。 

 それでは、街路整備事業の詳細につきまして、担当主幹より説明いたします。 

○戸澤建設課主幹兼係長  御説明させていただきます。 

 主要施策の成果及び実績報告書の８５ページを御覧ください。 

 事業名、一般街路整備事業、事業の目的は、本市の都市計画道路において維持管

理を行うとともに、事業認可を受けている尾鷲港新田線の舗装改良工事を推進し、

安心安全な市民の道路利用を図ることと、県事業として推進している尾鷲港新田線

整備事業への連携、協力を行い、早期完成を目的としております。 

 事業の成果は、都市計画道路である尾鷲港新田線歩車道舗装工事の都市計画事業

認可に基づき計画的に維持管理を進め、道路の安全性、信頼性の向上を図りました。 

 事業費は３,９７１万４,０００円で、財源内訳は、その他特定財源が３,４６０

万円、一般財源が５１１万４,０００円となっております。 
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 以上でございます。 

○塩津建設課長  では、通知いたします。決算書の１９８、１９９ページにお戻

りください。 

 ３目公園費で、支出済額８６４万８,７８３円、不用額７７万７,２１７円です。

内訳は、１０節需用費の支出済額が１４７万１,２３９円です。主な内容は、修繕

料１１２万４,４２０円で、こちら、公園遊具などの修繕２１件分でございます。 

 次の１９９、２００ページを御覧ください。 

 １１節役務費の支出済額が１２９万２７４円です。 

 主な内容は、公園トイレの浄化槽保守点検等手数料５６万７,９５０円と、公園

の樹木剪定・除草手数料５０万７,２７４円です。 

 １２節委託料の支出済額が５８５万２７０円です。主な内容は、遊具点検手数料

５２万８,０００円及び立木伐採業務委託料１４８万１,７００円、中村山公園他管

理委託料２７０万８,３４０円です。 

 続きまして、住宅費でございます。 

 ６項住宅費、１目住宅管理費で、支出済額２,１０９万２,５５９円、不用額１７

９万８,４４１円です。主な内訳は、１０節需用費の支出済額が２８１万１１円、

不用額が１０１万７,９８９円で、不用額の主な理由としましては、市営住宅の修

繕料が当初の見込みを下回ったためでございます。主な内容は、修繕料２６７万７,

９９０円で、市営住宅の修繕４９件分でございます。 

 １１節役務費の支出済額が６３万４,３０５円です。主な内容は、市営住宅除草

作業手数料４６万２６２円です。 

 次の２０２、２０３ページを御覧ください。 

 １２節委託料の支出済額が９９万６,８００円です。内容は、住宅・建築物耐震

診断業務委託料１９件分であります。 

 １８節負担金、補助及び交付金の支出済額が２４０万７,０００円です。主な内

容は、木造住宅耐震補強等補助金２３８万８,０００円です。 

 それでは、住宅耐震診断等事業につきまして、担当参事より説明いたします。 

○上村建設課参事兼係長  それでは、説明いたします。 

 通知します。主要施策の成果及び実績報告書の８６ページを御覧ください。 

 住宅耐震診断等事業です。 

 事業成果として、昨年度は、木造住宅の耐震診断が１９件、耐震補強設計が２件、

耐震補強補助が１件、解体補助が４件でありました。 
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 事業費は、３３８万５,０００円です。 

 財源内訳は、国庫支出金１４１万２,０００円、県支出金１０６万１,０００円、

一般財源９１万２,０００円となっております。 

 説明は以上です。 

○塩津建設課長  それでは、通知をいたします。 

 決算書の２３８、２３９ページを御覧ください。 

 １０款災害復旧費、２項公共土木施設災害復旧費、１目現年発生公共土木施設災

害復旧費で、支出済額０円、不用額１００万円でございます。内訳は、１４節工事

請負費の支出済額が０円です。これは、令和６年度に災害復旧工事がなかったため

でございます。 

 議案第５９号「令和６年度尾鷲市一般会計歳入歳出決算の認定について」の建設

課に係る説明は以上でございます。よろしく御審議いただき、御承認賜りますよう、

お願い申し上げます。 

○南委員長  建設課の説明は以上でございます。 

 御質疑等ある方、御発言をお願いいたします。 

○中井委員  主要施策の８１ページの地籍調査のことについてなんですが、令和

６年度は理解したんですけど、令和７年度も実施する予定はあるんでしょうか。 

○塩津建設課長  令和７年度も行います。 

 令和６年度に先ほど説明しましたように地籍図素図と地権者の調査を行っていま

すので、今後は、測量等に入っていく段階で、１区画を１年ではなくて、何年かか

けて終わっていく予定でございます。 

○中井委員  ということは、場所は同じところを今年も。 

○塩津建設課長  そのとおりです。 

○中井委員  あと、主要施策の８２ページの橋梁の長寿命化修繕工事なんですが、

改めて確認なんですが、その二つの橋というのは、どこの場所なのかというのと、

その修繕内容の内容だけ教えてください。 

○塩津建設課長  この２橋につきまして、まず、１橋は、堀頭橋といいまして、

これ、こちらの賀田の輪内中学校の上に市道が通っていまして、それを賀田小学校

方面に向かうとＪＲの上を渡る部分があると思います。あの部分が堀頭橋というこ

とで、この堀頭橋につきましては、断面修復工事、あと、ひび割れの注入工を行っ

ております。主な工種です。 

 ２橋目は、汐附橋といいまして、これ、矢浜跨線橋から、今、中電側のほうへ行
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く途中に、もう一つ小さい橋がありまして、こちらが汐附橋です。こちらにつきま

しては、伸縮装置の取替え工事を主に行っております。 

 以上です。 

○中井委員  ありがとうございます。 

○南委員長  他にございませんか。 

○西川委員  主要施策の８１ページなんですけど、たしか、これ、地籍調査って、

以前、国が１００％見てくれるというようなことを聞いておったんですけど、７

１％って説明あったんで、これは、どうなんでしょうか。 

○塩津建設課長  これ、私も覚えがあるんですが、一番最初に地籍調査始まった

頃は、国の補助率１００％でした。これ、地籍調査を進捗させるために国がかなり

補助してきたみたいで、今は、特に、この東日本大震災の後、地域調査が完了した

地域、復旧が早かったので、各市町でこの地籍調査の効果が認められて、結構、今、

要望されている市町が多いんで、補助金のほうもかなり配分が少なくなってきてい

る状況でございます。 

○西川委員  そうやで、早うやっておけばよかったんですよね、これ、前のうち

に。 

 以上です。 

○南委員長  他にございませんか。 

○佐々木委員  ちょっとお聞きしたいんですけれども、２０１ページの公園費の

中の中村山公園指定管理委託料というのは、中身は、どんなことなんでしょうか。 

○塩津建設課長  こちら、シルバー人材センターのほうに委託して、中村山公園

の掃除であるとかごみの管理とか、そういったものをしていただいている料金です。 

○佐々木委員  草刈りは、入っているんですか。 

○塩津建設課長  草刈りは、入っていないので、草刈りは、また別です。 

○佐々木委員  分かりました。 

○南委員長  よろしいですか。 

 他にございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○南委員長  じゃ、ないようですので、建設課の決算審査を終了いたします。あ

りがとうございました。 

 本日は、これにて散会をいたします。 

 明日は、午前１０時より教育委員会、終わってから、全ての議案の採決を行いま
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すので、よろしくお願いいたします。 

 御苦労さまでございました。ありがとうございました。 

（午後 ２時４６分 閉会） 


